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（31）「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場

合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 

（32）「協力者」とは、受注者が測量業務の遂行に当たって、再委託する者をいう。 

（33）「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものをい

う。 

（34）「立会」とは、設計図書に示された項目において監督員が臨場し内容を確認することをいう。 

（35）「了解」とは、契約図書に基づき、監督員が受注者に指示した処理内容・回答に対して、理

解して承認することをいう。 

（36）「受理」とは、契約図書に基づき、受注者、監督員が相互に提出された書面を受け取り、内

容を把握することをいう。 

第３条 受発注者の責務 

受注者は契約の履行に当たって調査等の意図及び目的を十分に理解したうえで調査等に適用

すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。 

第４条 業務の着手 

 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日（土曜日、日曜日、祝日等

（三重県の休日を定める条例（平成元年三重県条例第２号）第１条に規定する休日（以下「休

日等」という。））を除く）以内に測量業務に着手し、発注者に届け出をしなければならない。

この場合において、着手とは現場代理人等が測量業務の実施のため監督員との打合せを行うこ

とをいう。 

第５条 測量の基準 

測量の基準は、第６条の業務の実施によるほかは、監督員の指示によるものとする。 

第６条 業務の実施 

１ 測量業務は三重県公共測量作業規程（作業規程の準則（平成 20 年国土交通省告示第 413 号、

平成 23年度国土交通省告示第 334号及び平成 25年度国土交通省告示第 286号により一部改正）

を準用）、三重県土地改良事業測量作業規程（農林水産省農村振興局測量作業規程を準用）（以

下「規程」という。）により実施するものとし、港湾、漁港、漁場の測量業務のうち、第２編

港湾・漁港編第３条１項で定める業務については、同条の規定によるものとする。 

なお、林道事業については、第３編林道編の規定に、また、治山事業については、第４編治山

編の規定によるものとする。 

２ 受注者は、主要な測量業務段階のうち、特記仕様書又はあらかじめ監督員の指示した箇所につ

いては監督員の承諾を得なければ、次の作業を進めてはならない。 

第７条 設計図書の支給及び点検 

１ 受注者からの要求があった場合で、監督員が必要と認めたときは、受注者に図面の原図若しく

は電子データを貸与する。ただし、共通仕様書、各種基準、参考図書等市販されているものに

ついては、受注者の負担において備えるものとする。 

２ 受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は、監督員に報告し、その指示を

　受けなければならない。

３ 監督員は、必要と認めるときは、受注者に対し、図面又は詳細図面等を追加支給するものとす

る。
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 受注者及び発注者は、業務の履行に必要な条件等について相互に確認し、円滑な業務の履行

に努めなければならない。 



第８条 監督員 

１ 発注者は、測量業務における監督員を定め、受注者に通知するものとする。 

２ 監督員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うも

のとする。 

３ 契約書の規定に基づく監督員の権限は、契約書第９条第２項に決定した事項である。 

４ 監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、

監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその口頭による指示等に

従うものとする。なお監督員は、その口頭による指示等を行った後７日以内に書面で受注者に

指示するものとする。

第９条 現場代理人等 

１ 受注者は、測量業務における現場代理人及び主任技術者を定め、発注者に現場代理人等選任（変

更）通知書を提出するものとする。なお、現場代理人、主任技術者は、これを兼ねることがで

きるものとする。また、本通知書の提出をもって、契約書第 10条第１項にいう通知があったも

のとみなす。 

２ 契約書第 10 条に定める管理技術者は、現場代理人等として読み替えるものとする。なお、契

約書第 10条第２項に定める管理技術者の権限は、現場代理人が有するものとする。 

３ 主任技術者は、「三重県測量・調査業務委託に係る資格者認定基準」で定める資格保有者であ

り、業務の履行に必要な知識と経験を有する技術者とし、日本語に堪能でなければならない。 

４ 現場代理人等は、監督員が指示する関連のある測量業務等の受注者と十分に協議の上、相互に

協力し、業務を実施しなければならない。 

５ 主任技術者は、契約図書等に基づき、測量業務に関する技術上の管理を行うものとする。 

６ 現場代理人は、使用人等の雇用条件、賃金の支払い状況、作業環境等を十分に把握し、適正な

労働条件を確保しなければならない。 

７ 現場代理人は、屋外における測量業務に際しては使用人等に適宜、安全対策、環境対策、衛生

管理、受注者が行うべき地元関係者に対する応対等の指導及び教育を行うとともに測量業務が

適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。 

９ 主任技術者が県発注の業務委託において、兼務できる委託業務件数は測量・設計問わず５件ま

でとする。

第 10条 担当技術者 

１ 受注者は、業務の実施に当たって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監

督員に提出するものとする。（主任技術者と兼務するものを除く） 

 なお、担当技術者が複数にわたる場合は、適切な人数とし、８名までとする。 

２ 測量作業における担当技術者は、測量法に基づく測量士又は測量士補の有資格者でなければな

らない。 

３ 担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。

第 11条 提出書類 

１ 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督員を経て、発注者に遅

滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託料（以下「委託料」という。）に係る請求

書、請負代金代理受領承諾願、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその

他現場説明の際に指定した書類を除く。 

２ 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、

提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければなら

ない。 

３ 契約時又は変更時において委託料が 100 万円以上の業務の実績は、以下の各号により登録を

行わなければならない。 
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８　主任技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等
　やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発
　注者の承諾を得なければならない。 



（１）受注者は、業務実績情報システム（テクリス）に基づき、受注・変更・完了時に業務実績

情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約締結後 15 日（休日等を

除く）以内に、登録内容の変更時は変更があった日から 15 日（休日等を除く）以内に、完

了時は業務完了後 15 日（休日等を除く）以内に、書面により監督員の確認を受けたうえ

で、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、業務計画書に

示した技術者とする（担当技術者の登録は８名までとする）。  

また、受注者は、登録機関に登録後、テクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし、
直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が 15 日間（休日等を

除く）に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
 また、本業務の完了後において訂正または削除する場合においても、速やかに発注者の確
認を受けた上で、登録機関に登録申請し、登録後にはテクリスより「登録内容確認書」を
ダウンロードし、発注者に提出しなければならない。 

ただし、受注者が公益法人の場合はこの限りではない。 

（２）農林水産部が所掌する農業農村整備事業の業務は、前号によらず、農業農村整備事業測量

調査設計業務実績情報サービス（ＡＧＲＩＳ）に基づき、受注・変更・完了時に登録データ

を作成し、受注時は契約締結後 15 日（休日等を除く）以内に、登録内容の変更時は変更があ 

った日から15 日（休日等を除く）以内に、完了時は業務完了後 15 日（休日等を除く）以内

に、監督員に電子メールで送信し承認を受けるものとする。なお、登録できる技術者は、業

務計画書に示した技術者とする（担当技術者の登録は８名までとする）。

　また、後日、登録機関から電子メールで送信される、「ＡＧＲＩＳ登録結果通知」を監督

員に提出するものとする。なお、変更時と完了時の間が 15 日間（休日等を除く）に満たな

い場合は、変更時の提出を省略できるものとする。  

ただし、受注者が公益法人の場合はこの限りではない。 

第 12条 打合せ等 

１ 測量業務を適正かつ円滑に実施するため、現場代理人と監督員は常に密接な連絡をとり、業務

の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面（記録簿）

に記録し、相互に確認しなければならない。 

２ 測量業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、現場代理人と監督員は打合せを

行うものとし、その結果について受注者が書面（記録簿）に記録し相互確認しなければならな

い。 

３ 受注者は、支給品によって、その受払状況を登録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らか

にしておかなくてはならない。また、受注者は、業務完了時（完了前であっても工程上支給品

の精算が行えるものについてはその時点）には、支給品精算書等を監督員に提出しなければな

らない。 

４ 現場代理人は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議

するものとする。 

第 13条 業務計画書 

１ 受注者は、契約締結後 14 日（休日等を含む）以内に業務計画書を作成し、監督員に提出しな

ければならない。 

２ 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。 

（１）業務概要  

（２）実施方針 

（３）業務工程表 

（４）業務組織計画 

（５）打合せ計画  

（６）成果物の内容、部数 

（７）使用する主な図書及び基準  

（８）連絡体制（緊急時含む） 

（９）使用する主な機器 

（10）その他 

※　業務組織計画には、業務内容とその担当者名等を記入すること。

　（２）実施方針又は（10）その他には、第32条個人情報の取扱い、第33条安全等の確保及び第37

　条に関する行政情報流出防止対策に関する事項も含めるものとする。

　　また、土地への立ち入り等を実施する場合には、地元関係者等から業務に関する質疑等の応答

　を求められた時の対応及び連絡体制を記載するものとする。
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４ 監督員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画に係る資料を提出しなけれ

ばならない。 

第 14条 資料等の貸与及び返却 

１ 監督員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸与するものとする。 

２ 受注者は、貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合はただちに監督員に返却す

るものとする。 

３ 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い損傷してはならない。万一、損傷

した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 

４ 受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。 

第 15条 関係官公庁への手続き等 

１ 受注者は、測量業務の実施に当たっては、発注者が行う測量法に規定する公共測量に係る諸手

続等、関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また受注者は、測量業務を実

施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。 

２ 受注者は、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告し協議する

ものとする。 

第 16条 地元関係者との交渉等 

１ 契約書第 12 条に定める地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は監督員が行うものとする

が、監督員の指示がある場合は、受注者はこれに協力するものとする。これらの交渉に当たり、

受注者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。 

２ 受注者は、測量業務の実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求め

られた場合は、監督員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争が生じないよ

うに努めなければならない。 

３ 受注者は、設計図書の定め、あるいは監督員の指示により受注者が行うべき地元関係者への説

明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を随時、監督員に報告し、指示があればそれに従う

ものとする。 

４ 受注者は、測量業務等の実施中に発注者が地元協議を行い、その結果を条件として業務を実施

する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に立会するとともに、説明資料及

び記録の作成を行うものとする。 

５ 受注者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要が生じた場合には、

監督員の指示に基づいて、変更するものとする。 

なお、変更に要する期間及び経費は、発注者と協議のうえ定めるものとする。 

第 17条 土地への立入り等 

１ 受注者は、屋外で行う測量業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、契

約書第 13条の定めに従って、監督員及び関係者と十分な協調を保ち測量業務が円滑に進捗する

ように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となっ

た場合には、ただちに監督員に報告し指示を受けなければならない。 

２ 受注者は、測量業務実施のため植物伐採、垣、柵等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用

する時は、あらかじめ監督員に報告するものとし、報告を受けた監督員は当該土地所有者及び

占有者の許可を得るものとする。 

なお、第三者の土地への立ち入りについて、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとす

るが、監督員の指示がある場合は受注者はこれに協力しなければならない。 

３ 受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、設計図書

に示す外は監督員と協議により定めるものとする。 
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３　受注者は、測量法第十四条（実施の公示）、第二十一条（永久標識及び一時標識に関する通

　知）、第二十三条（永久標識及び一時標識の移転、撤去及び廃棄）、第三十七条（公共測量の

　表示等）、第四十条（測量成果の提出）等の届出に 必要な資料を作成し監督員に提出しなけれ

　ばならない。また、規定第 15 条に基づく測量成果の検定を行い、測量法第 40 条に基づき、

　公共測量の測量成果を国土地理院に提出作業を行う。 

３ 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督員に

変更業務計画書を提出しなければならない。 



４ 受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提

出し身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。 

 なお、受注者は、立入り業務完了後 10 日以内（休日等を除く）に身分証明書を発注者に返

却しなければならない。 

第 18条 成果物の提出 

１ 受注者は測量業務が完了したときは、設計図書に示す成果物を委託業務完成報告書とともに提

出し、検査を受けるものとする。 

２ 受注者は、設計図書に定めがある場合、又は監督員の指示する場合は履行期間途中においても、

成果物の部分引渡しを行うものとする。 

３ 受注者は成果物において使用する計量単位は国際単位系（ＳＩ）とする。 

４ 受注者は、特記仕様書に電子納品の定めがある場合、又は監督員の指示、又は承認を受けた場

合は、「三重県ＣＡＬＳ電子納品運用マニュアル」（以下「マニュアル」という）に基づき成

果を電子記憶媒体にして提出するものとする。 

「マニュアル」で特に記載が無い項目については、監督員と協議のうえ決定するものとする。 

また、成果物を紙で提出する場合は、原則として両面コピーとする。 

第 19条 関連法令及び条例の遵守 

受注者は、測量業務の実施に当たっては、関連する関係諸法令及び条件等を遵守しなければな

らない。 

第 20条 検査 

１ 受注者は、契約書第 31 条第１項の規定に基づき、委託業務完成報告書を発注者に提出する際

には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出していなけれ

ばならない。 

２ 発注者は、測量業務の検査に先立って受注者に対して書面をもって検査日を通知するものとす

る。 

３ 受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、屋外で行う検査においては、必

要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。この場合、検査に要する費用は受注者

の負担とする。 

４ 検査員は、監督員及び現場代理人等の立会の上、次の各号に掲げる検査を行うものとする。 

（１）測量業務成果物の検査 

（２）測量業務管理状況の検査 

測量業務の状況について、書類、記録及び写真等により検査を行う。 

なお、電子納品の検査時の対応については「マニュアル」によるものとする。 

第 21条 修補 

１ 受注者は、修補は速やかに行わなければならない。 

２ 検査員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて修補を指示する

ことができるものとする。 

３ 検査員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査員の指示に従うものとする。 

４ 検査員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約書第 31 条第２項

の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。
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第 22条 条件変更等 

１ 監督員が、受注者に対して測量業務内容の変更又は設計図書の訂正（以下「測量業務の変更」

という。）の指示を行う場合は、書面（委託業務打合せ簿）によるものとする。 

２ 受注者は、設計図書で明示されていない履行条件について予期できない特別な状態が生じた場

合、直ちにその旨を監督員に報告し、その確認を求めなければならない。なお、「予期するこ

とができない特別の状態」とは以下のものをいう。 

（１）第 17 条に定める現地への立入りが不可能となった場合。 

（２）その他、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合。 

第 23条 契約変更 

１ 発注者は、次の各号に掲げる場合において、設計業務等委託契約の変更を行うものとする。 

（１）測量業務内容の変更により委託料に変更を生じる場合 

（２）履行期間の変更を行う場合 

（３）監督員と受注者が協議し、測量業務施行上必要があると認められる場合 

（４）契約書第 30条の規定に基づき委託料の変更に代える設計図書の変更を行った場合 

２ 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。 

（１）第22条の規定に基づき監督員が受注者に指示した事項 

（２）測量業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項 

（３）その他発注者又は監督員と受注者との協議で決定された事項 

第 24条 履行期間の変更 

１ 発注者は、受注者に対して測量業務の変更の指示を行う場合において履行期間変更協議の対象

であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。 

２ 発注者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び測量業務の一時中止を指示し

た事項であっても、残履行期間及び残業務量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場

合は、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。 

３ 受注者は、契約書第 22 条に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の

延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を発注者に提出しな

ければならない。 

４ 契約書第 23 条に基づき、発注者の請求により履行期間を短縮した場合には、受注者は、速や

かに業務工程表を修正し、提出しなければならない。 

第 25条 一時中止 

１ 契約書第 20 条第１項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に

通知し、必要と認める期間、測量業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとす

る。 

なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は

人為的な事象（以下「天災等という。」）による測量業務の中断については、第34条臨機の措

置により、受注者は、適切に対応しなければならない。 

（１）第三者の土地への立入り了解が得られない場合 

（２）関連する他の業務の進捗が遅れたため、測量業務の続行が不適当と認めた場合 

（３）環境問題等の発生により測量業務の続行が不適当又は不可能になった場合 

（４）天災等により測量の対象箇所の状態が変動した場合 
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（５）第三者及びその財産、受注者、使用人並びに監督員の安全確保のため必要があると認めた場

合 

（６）前各号に掲げるもののほか、発注者が必要と認めた場合 

２ 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と

認めた場合には測量業務の全部又は一部の一時中止を命ずることができるものとする。 

３ 前２項の場合において、受注者は測量業務の現場の保全については、監督員の指示に従わなけ

ればならない。 

第 26条 発注者の賠償責任 

 発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 

（１）契約書第27条に規定する一般的損害、契約書第28条に規定する第三者に及ぼした損害につい

て、発注者の責に帰すべき損害とされた場合 

（２）発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合 

第 27条 受注者の賠償責任 

 受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 

（１）契約書第27条に規定する一般的損害、契約書第28条に規定する第三者に及ぼした損害につい

て、受注者の責に帰すべき損害とされた場合 

（２）契約書第40条に規定する瑕疵責任に係る損害 

（３）受注者の責により損害が生じた場合 

第 28条 部分使用 

１ 発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第 33 条の規定に基づき受注者に対して部

分使用を請求することができるものとする。 

（１）別途測量業務等の使用に供する必要がある場合 

（２）その他特に必要と認められた場合 

２ 受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものとする。 

第 29条 再委託 

１ 契約書第７条第１項に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受注者は

これを再委託することはできない。 

（１）測量業務における総合的企画 

（２）業務遂行管理 

（３）技術的判断等 

２ 契約書第 7 条第 3 項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コピー、ワープロ、印刷、
　製本、トレース、計算処理（単純な電算処理に限る）、データ入力、アンケート票の配布、資
　料の収集・単純な集計、電子納品の作成作業、その他特記仕様書に定める事項とする。

３ 受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得な

ければならない。 

４ 受注者は、測量業務を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておく

とともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに測量業務を実施しなければならない。 

  なお、協力者は、三重県の入札参加資格者名簿（測量・建設コンサルタント等）に登録されて

いる者である場合、指名停止期間中であってはならない。 
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第 30条 成果物の使用等 

１ 受注者は、契約書第６条第５項の定めに従い、発注者の承諾を得て単独で又は他の者と共同で、

成果物を発表することができる。 

２ 受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている測量方法等の使用に関し、

設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書第８条に基づき発注者に求める場合には、第三

者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を受けなければならない。

第 31条 守秘義務 

１ 受注者は、契約書第１条第５項の規定により、測量業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に

漏らしてはならない。 

２ 受注者は、当該業務の結果（業務処理の過程において得られた記録等を含む。）を第三者に閲

覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは

この限りではない。 

３ 受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を第１３条に示す業

務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的

に使用してはならない。 

４ 受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終

了後においても第三者に漏らしてはならない。 

５ 取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該業務

のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製・転送等しないこ

と。

６ 受注者は、当該業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料（書面、電子媒体）について、発

注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。

７ 受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利

用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。

第 32条 個人情報の取扱い 

 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取扱う場合には、別記「個人情

報の取扱いに関する特記事項」を守らなければならない。 

第 33条 安全等の確保 

１ 受注者は、屋外で行う測量業務の実施に際しては、測量業務関係者だけでなく、付近住民、通

行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）受注者は「土木工事安全施工技術指針」（国土交通省大臣官房技術審議官通達平成 21 年 3

月）を参考にして常に測量の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならな

い。 

（２）受注者は、測量業務現場に別途測量業務又は工事等が行われる場合は相互協調して業務を遂

行しなければならない。 

（３）受注者は、測量業務実施中施設等の管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の妨害、公衆

の迷惑となるような行為、作業をしてはならない。 
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第 37条 行政情報流出防止対策の強化 

１　受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとり、第 13 
　条で示す業務計画書に流出防止策を記載するものとする。 

２ 受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。 

（関係法令等の遵守） 

行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示する事項

を遵守するものとする。 

（行政情報の目的外使用の禁止） 

受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以外に使

用してはならない。 

（社員等に対する指導） 

（１）受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労

働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員（以下「社員等」という。）に対し

行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。 

（２）受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。 

（３）受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、協力者に対し本

規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。 

（契約終了時等における行政情報の返却） 

受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報（発注者の許可を得て複製し

た行政情報を含む。以下同じ。）については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中におい

て発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。本業務の実

施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。 

（電子情報の管理体制の確保） 

（１）受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者（以下「情報管理責任者」とい

う。）を選任及び配置し、第 13条で示す業務計画書に記載するものとする。 

（２）受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。 

イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策 

ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策 

ハ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策 

（電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保) 

受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。 

イ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用 

ロ  セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用 

ハ  セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存 

ニ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送 

ホ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送 

（事故の発生時の措置） 

（１）受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出

事故にあった場合には、直ちに発注者に届け出るものとする。 

（２）この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、

事故の再発防止の措置を講ずるものとする。 

３ 発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認を行

う場合がある。 
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２  用地調査等業務共通仕様書
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第１章 総則 
（趣旨等） 

第１条 この用地調査等業務共通仕様書（以下「仕様書」という。）は、三重県が土地等を取得、若し

くは使用する（以下「取得等」という。）に当たり、又は工事の施工に起因する地盤変動に伴い生じ

た損害等に係る事務を処理する際に必要となる測量、調査及び補償金額の算定等業務（以下「用地

調査等業務」という。）を補償コンサルタント等へ発注する場合の業務内容その他必要とする事項を

定めるものとし、もって業務の適正な執行を確保するものとする。 

２ 業務の発注に当たり、当該業務の実施上この仕様書により難いとき又はこの仕様書に定めのない

事項については、この仕様書とは別に特記仕様書を定めることができるものとし、適用に当たって

は特記仕様書を優先するものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この仕様書における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。 

一 「調査区域」とは、用地調査等業務を行う区域として別途図面等で指示する範囲をいう。 

二 「権利者」とは、調査区域内に存する土地、建物等の所有者及び所有権以外の権利を有する者

をいう。 

三 「監督員」とは、契約書及び仕様書等に定められた範囲内において、受注者への指示、受注者

との協議又は受注者からの報告を受ける等の事務を行う者で、設計業務等委託契約書（以下「契

約書」という。）第９条により、発注者が受注者に通知した者をいう。 

四 「検査員」とは、用地調査等業務の完了検査に当たって、契約書第 31条第２項の規定に基づき、

検査を行う者をいう。 

五 「主任技術者」とは、契約書第 10条に規定する管理技術者を読み替えるものとし、「三重県測

量・調査業務委託に係る資格者認定基準」で定める資格保有者で受注者が発注者に届け出た者を

いう。 

六 「担当技術者」とは、主任技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。 

七 「指示」とは、監督員が受注者に対し、用地調査等業務の遂行に必要な方針、事項等について

示し実施させること及び検査員が検査結果を基に受注者に対し、修補等を求め実施させることを

いい、原則として、書面により行うものとする。 

八 「承諾」とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た用地調査等業務の遂行上必要な事項に

ついて、監督員が書面により業務上の行為に同意することをいう。 

九 「協議」とは、書面により契約書及び仕様書等の協議事項について、発注者又は監督員と受注

者が対等の立場で合議することをいう。 

十 「報告」とは、受注者が監督員に対し、用地調査等業務の遂行に係わる事項について、書面を

もって知らせることをいう。 

十一 「調査」とは、建物等の現状等を把握するための現地踏査、立入調査又は管轄登記所（調査

区域内の土地を管轄する法務局及び地方法務局〔支局、出張所を含む。〕）等での調査をいう。 

十二 「調査書等の作成」とは、外業調査結果を基に行う各種図面の作成、補償額等算定のための

数量等の算出及び各種調査書の作成をいう。 
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十三 「基準」とは、公共用地の取得に伴う損失補償基準（昭和 37年 10月 12日用地対策連絡会決

定）及び三重県県土整備部公共事業の施行に伴う損失補償基準（昭和 42年７月 10日監第 743号）

をいう。 

十四 「基準細則」とは、公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和 38年３月７日用地対策連

絡会決定)及び三重県県土整備部公共事業の施行に伴う損失補償基準の運用方針(昭和 51 年９月

10日用第 276号)をいう。 

十五 「精度監理」とは、権利者に対し適正かつ公平な補償を実現するために、基準・基準細則へ

の適合性、補償の妥当性等について、発注者が受注者とは別に第三者の判断を得ることをいう。 

十六 「検査」とは、契約書及び仕様書等に基づき、検査員が用地調査等業務の完了を確認するこ

とをいう。 

十七 「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場

合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 

（基本的処理方針） 

第３条 受注者は、用地調査等業務を実施する場合（次項に掲げる場合を除く。）において、この仕様

書、基準、基準細則等に適合したものとなるよう、公正かつ的確に業務を処理しなければならない

ものとする。 

２ 受注者は、三重県の公共事業に係る工事の施行ないし公共施設の設置により生じた地盤変動によ

る損害等（以下「事業損失」という。）に関する調査、費用負担額の算定又は費用負担の説明を実施

する場合においては、この仕様書、三重県土木部公共事業の施行に伴う損害等の賠償に係る事務要

領の制定について（昭和 63年１月 21日付け調第 144号土木部長通知、以下「地盤変動事務処理要

領」という。）に適合したものとなるよう、公正かつ的確に業務を処理しなければならないものとす

る。 

（調査対象物件の区分） 

第４条 この仕様書における建物、建物以外の工作物（以下「工作物」という。）及び立竹木に係る調

査対象物件は、次の各号に定める区分による。 

一 建物は、表１により木造建物〔Ⅰ〕、木造建物〔Ⅱ〕、木造建物〔Ⅲ〕、木造特殊建物、非木造建

物〔Ⅰ〕及び非木造建物〔Ⅱ〕に区分する。（第 14章地盤変動影響調査等を実施する場合を除く。） 
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二 工作物は、表２により機械設備、生産設備、附帯工作物、庭園及び墳墓に区分する。 

表２ 工作物区分 

 

  

区  分 判    定    基    準 

機 械 設 備  

原動機等により製品等の製造又は加工等を行うもの、又は製造等に直接係わら

ない機械を主体とした排水処理施設等をいい、キュービクル式受変電設備、建築

設備以外の動力設備、ガス設備、給・排水設備等の配管、配線及び機器類を含む。 

生 産 設 備  

当該設備が製品等の製造に直接・間接的に係わっているもの又は営業を行う上

で必要となる設備で次に例示するもの等をいう。ただし、建物として取扱うこと

が相当と認められるものを除く。 

Ａ 製品等の製造、育生、養殖等に直接係わるもの 

 園芸用フレーム、わさび畑、養殖池（場）（ポンプ配水設備を含む。）、牛、

豚、鶏その他の家畜の飼育又は調教施設等 

Ｂ 営業を目的に設置されているもの又は営業上必要なもの 

 テニスコート、ゴルフ練習場等の施設（上家、ボール搬送機又はボール洗い

機等を含む。）、自動車練習場のコース、遊園地（公共的な公園及び当該施設に

附帯する駐車場を含む。）、釣り堀、貯木場等 

Ｃ 製品等の製造、育生、養殖又は営業には直接的に係わらないが、間接的に必

要となるもの 

 工場等の貯水池、浄水池（調整池及び沈殿池を含む。）、駐車場、運動場等の

厚生施設等 

Ｄ 上記ＡからＣまでに例示するもの以外で次に例示するもの 

 コンクリート等の煙突、給水塔、規模の大きな貯水槽又は浄水槽、鉄塔、送

電設備、飼料用サイロ、用水堰、橋、火の見櫓、規模の大きなむろ、炭焼釜等 

附帯工作物  

表１の建物（注に掲げる設備、工作物を含む。）及び表２の他の区分に属する

もの以外のすべてのものをいい、主として次に例示するものをいう。 

門、囲障、コンクリート叩き、アスファルト舗装道路、敷石、敷地内排水設備、

給・排水設備、ガス設備、物干台（柱）、池等 

庭 園 
立竹木、庭石、灯籠、築山、池等によって造形されており、総合的美的景観が

形成されているものをいう。 

墳 墓 

墓地として都道府県知事の許可を受けた区域又はこれと同等と認めることが

相当な区域内に存する死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいい、これに附

随する工作物及び立竹木を含む 
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三 立竹木は、表３により庭木等、用材林立木、薪炭林立木、収穫樹、竹林、苗木（植木畑）及び

その他の立木に区分する。 

表３ 立竹木区分 

 

（業務従事者及び担当技術者） 

第５条 受注者は、用地調査等業務の実施に当たり、業務従事者（補助者を除く。）として、十分な知

識と能力を有する者を充てなければならない。 

２ 受注者は、前項に定める業務従事者のうち、発注に係る用地調査等の補償業務ごとに「担当技術

者」を定めるものとし、契約締結後 14 日（土曜日、日曜日、祝日等（三重県の休日を定める条例

（平成元年三重県条例第２号）第１条に規定する休日（以下「休日等」という。）を含む。）以内に、

その氏名その他必要な事項を担当技術者届（様式第４号の１）及び経歴書（様式第４号の２）によ

り監督員に通知しなければならない。なお、担当技術者が複数にわたる場合は８名までとする。 

区  分 判    定    基    準 

庭 木 等 

まつ、かや、まき、つばき等の立木で観賞上の価値又は防風、防雪その他の効用

を有する住宅、店舗、工場等の敷地内に植栽されているもの（自生木を含み、庭

園及び墳墓を構成するものを除く。）をいい、次により区分する。 

Ａ 観 賞 樹 

 住宅、店舗、工場等の敷地内に植栽されており、観賞上の価値を有すると認

められる立木であって、喬木（針葉樹及び広葉樹）、株物類、玉物類、特殊樹、

生垣用木及びほていちく等の観賞用竹をいう。 

Ｂ 効 用 樹 

 防風、防雪その他の効用を目的として植栽されている立木で、主に屋敷回り

に生育するものをいう。 

Ｃ 風 致 木 

 名所又は旧跡の風致保存を目的として植栽されている立木又は風致を保た

せるために敷地内に植栽されている立木をいう。 

Ｄ そ の 他 

 敷地内に植込まれた芝、地被類、草花等をいう。 

用材林立木  
ひのき、すぎ等の立木で用材とすることを目的としているもの又は用材の効用を

有していると認められるものをいう。 

薪炭林立木  
なら、くぬぎ等の立木で薪、炭等とすることを目的としているもの又はこれらの

効用を有していると認められるものをいう。 

収 穫 樹 りんご、みかん等の立木で果実等の収穫を目的としているものをいう。 

竹 林 孟宗竹、ま竹等で竹林又は筍の収穫を目的としている竹林をいう。 

苗木(植木畑) 営業用樹木で育苗管理している植木畑の苗木をいう。 

その他の立木 上記の区分に属する立木以外の立木をいう。 
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第２章 用地調査等業務の基本的処理方法 

第１節 用地調査等業務の実施手続 

（施行上の業務及び心得） 

第６条 受注者は、用地調査等業務の実施に当たって、関連する関係諸法令及び条例等のほか、次の

各号に定める事項を遵守しなければならない。 

一 自ら行わなければならない関係官公署への届出等の手続きは、迅速に処理しなければならない。 

二 用地調査等業務で知り得た権利者側の事情及び成果物の内容は、他に漏らしてはならない。 

三 用地調査等業務は権利者の財産等に関するものであり、補償の基礎又は損害等の有無の立証及

び費用負担額の算定の基礎となることを理解し、正確かつ良心的に行わなければならない。 

また、実施に当たっては、権利者に不信の念を抱かせる言動を慎まなければならない。 

四 権利者から要望等があった場合には、十分にその意向を把握した上で、速やかに、監督員に報

告し、指示を受けなければならない。 

 

（現地踏査） 

第７条 受注者は、用地調査等業務の着手に先立ち、調査区域の現地踏査を行い、地域の状況、土地

及び建物等の概況を把握するものとする。 

 

（業務計画の策定等） 

第８条 受注者は、用地調査等業務を着手するに当たっては、この仕様書及び特記仕様書並びに現地

踏査の結果等を基に業務計画書（様式第５号の１）を策定し、契約締結後 14日（休日等を含む）以

内に監督員に提出するものとする。 

２ 前項の業務計画書には、次の事項を記載するものとする。 

一 業務概要 

二 実施方針 

三 業務工程表（様式第５号の２） 

四 業務組織計画（業務内容とその担当者名等を記載） 

五 打合せ計画 

六 成果物の品質を確保するための計画（受注者のチェック体制等を記載） 

七 成果物の内容、部数 

八 使用する主な図書及び基準 

九 連絡体制（緊急時含む） 

十 使用する主な機器  

十一 その他 

３ 受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合には、理由を明確にしたうえで、その都度監

督員に変更業務計画書を提出しなければならない。 

４ 受注者は、第１項の業務計画書に基づき業務が確実に実施できる執行体制を整備するものとする。 
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５ 契約時又は変更時において、委託料が 100万円以上の業務の実績は、以下の各号により登録を行

わなければならない。 

（１） 受注者は、業務実績情報システム（テクリス）に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報

として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約締結後 15日（休日等を除く）以内

に、登録内容の変更時は変更があった日から 15日（休日等を除く）以内に、完了時は業務完了後

15日（休日等を除く）以内に、書面により監督員の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請し

なければならない。なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする（担当技術者

の登録は８名までとする）。 

また、受注者は、登録機関に登録後、テクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし、直

ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が 15日間（休日等を除く）に

満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。 

受けた上で、登録機関に登録申請し、登録後にはテクリスより「登録内容確認書」をダウンロー

ドし、発注者に提出しなければならない。

　ただし、受注者が公益法人の場合はこの限りではない。 

（２） 農林水産部が所掌する農業農村整備事業の業務は、前号によらず、農業農村整備事業測量調査

設計業務実績情報サービス（ＡＧＲＩＳ）に基づき、受注・変更・完了時に登録データを作成し、

受注時は契約締結後 15 日(休日等を除く）以内に、登録内容の変更時は変更があった日から 15

日（休日等を除く）以内に、完了時は業務完了後 15日（休日等を除く）以内に、監督員に電子メ

ールで送信し承認を受けるものとする。なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者

とする（担当技術者の登録は８名までとする）。 

また、後日、登録機関から電子メールで送信される、「ＡＧＲＩＳ登録結果通知」を監督員に提

出するものとする。 

なお、変更時と完了時の間が 15日間（休日等を除く）に満たない場合は、変更時の提出を省略

できるものとする。 

ただし、受注者が公益法人の場合はこの限りではない。 

（監督員の指示等） 

第９条 受注者は、用地調査等業務の実施に先立ち、主任技術者を立ち合わせたうえで、監督員から

業務の実施について必要な指示を受けるものとする。 

２ 受注者は、用地調査等業務の実施にあたりこの仕様書、特記仕様書又は、監督員の指示について

疑義が生じたときは、監督員と協議するものとし、その結果については受注者が記録簿（様式第７

号）に記録し相互に確認するものとする。 

（支給品等） 

第 10条 受注者は、用地調査等業務を実施するに当たり必要な図面その他の資料を支給品として使用

する場合には、発注者から貸与又は交付支給を受けるものとする。 

２ 登記事項証明書等の交付を受ける必要があるときは、別途監督員と協議するものとする。 

３ 支給品の品名及び数量は特記仕様書によるものとし、支給品の引渡しは、支給品引渡通知書（様

式第８号）により行うものとする。 

４ 受注者は、前項の支給品を受領したときは、支給品受領書（様式第９号）を監督員に提出するも

のとする。 

５ 受注者は、用地調査等業務が完了したときは、完了の日から３日以内に支給品を返納するととも

に支給品精算書（様式第 10 号）及び支給品返納書（様式第 11号）を監督員に提出するものとする。 

（立入り及び立会い） 

第 11条 受注者は、用地調査等業務のために権利者が占有する土地、建物等に立ち入ろうとするとき

は、あらかじめ、当該土地、建物等の権利者の同意を得なければならない。 

また、本業務の完了後において訂正または削除する場合においても、速やかに発注者の確認を
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２ 受注者は、前項に規定する同意が得られたものにあっては立ち入りの日及び時間を、あらかじめ、

監督員に報告するものとし、同意が得られないものにあってはその理由を付して、速やかに、監督

員に報告し、指示を受けるものとする。 

３ 受注者は、用地調査等業務を行うため土地、建物等の立ち入り調査を行う場合には、権利者の立

会いを得なければならない。ただし、立会いを得ることができないときは、あらかじめ、権利者の

了解を得ることをもって足りるものとする。 

（障害物の伐除） 

第 12条 受注者は、用地調査等業務を行うため障害物を伐除しなければ調査が困難と認められるとき

は、監督員に報告し、指示を受けるものとする。 

２ 監督員からの指示により障害物の伐除を行ったときは、障害物伐除報告書（様式第 18号）を監督

員に提出するものとする。 

（身分証明書の携帯） 

第 13条 受注者は、発注者から用地調査等業務に従事する者の身分証明書（様式第 19号）の交付を

受け、業務に従事する者に携帯させるものとする。 

２ 用地調査等業務に従事する者は、権利者等から請求があったときは、前項により交付を受けた身

分証明書を提示しなければならない。 

３ 受注者は、用地調査等業務が完了したときは、速やかに、身分証明書を発注者に返納しなければ

ならない。 

（算定資料） 

第 14条 受注者は、建物移転料及びその他通常生ずる損失に関する補償額等の算定又は三重県の公共

事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により損害等が生じた建物等の費用負担額等の算定に当

たっては、発注者が定める損失補償単価に関する基準資料等に基づき行うものとする。ただし、当

該基準資料等に掲載のない損失補償単価等については、監督員と協議のうえ市場調査により求める

ものとする。 

（監督員への進捗状況の報告） 

第 15条 受注者は、業務を実施した場合、用地調査等業務日報（様式第 17号）を作成して監督員に

提出しなければならない。 

２ 受注者は、監督員から用地調査等業務の進捗状況について調査又は報告を求められたときは、こ

れに応じなければならない。 

３ 受注者は、前項の進捗状況の報告に主任技術者を立ち合わせるものとする。 

（成果物の一部提出等） 

第 16条 受注者は、用地調査等業務の実施期間中であっても、監督員が成果物の一部の提出を求めた

ときは、これに応ずるものとする。 
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２ 監督員は、前項で提出した成果物の一部についてその報告を受注者に求めることができる。受注

者は、当該報告に主任技術者を立ち会わせるものとする。 

３ 受注者は、用地調査等業務のうち精度監理を実施するものとされたものについては、監督員の指

示により第 17条に定める成果物の提出に先立って、仮提出をしなければならない。 

（成果物） 

第 17条 受注者は、次の各号により成果物を作成するものとする。 

一 用地調査等業務の区分及び内容ごとに整理し、編集する。 

二 表紙には、契約件名、年度（又は履行期限の年月）、発注者及び受注者の名称を記載する。 

三 目次及びページを付す。 

四 容易に取りはずすことが可能な方法により編綴する。 

２ 本仕様書に様式の定めがないものは、監督員の指示による。 

３ 提出する成果物は、別記２成果物一覧表に掲げるもので、特記仕様書のとおり提出するものとし、

提出部数は、原紙・原図の他、正副各１部とする。ただし、特記仕様書に電子納品の定めがある場

合、又は監督員の指示又は承認を受けた場合は「三重県ＣＡＬＳ電子納品運用マニュアル」による

ものとする。 

４ 受注者は、成果物の作成に当たり使用した調査表等の原簿を契約書第 40条に定める瑕疵担保の期

間保管し、監督員が提出を求めたときは、これらを提出するものとする。 

（検 査） 

第 18条 受注者は、検査員が用地調査等業務の完了検査を行うときは、主任技術者を立ち会わせるも

のとする。 

２ 受注者は、検査のために必要な資料の提出その他の処置について、検査員の指示に速やかに従う

ものとする。 

３ 受注者は、「三重県建設工事検査規則」を遵守するものとする。 

（精度監理対象業務等の対応） 

第 19条 受注者は、第 16 条第３項で仮提出した成果物の内容等について、監督員から質問又は問い

合わせ等があったときは、必要な資料等を示し、これに答えるものとする。 

２ 受注者は、仮提出した成果物の内容等について、監督員から再検討又は修補の指示があったとき

は、速やかにこれに応ずるものとする。 

３ 受注者は、前項の修補の指示項目以外の項目についても、これに類する項目があると認めるとき

は、これを修補するものとする。 

第２節 数量等の処理 

（建物等の計測） 

第 20条 建物及び工作物の調査において、長さ、高さ等の計測単位は、メートルを基本とし、小数点
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一 建物の延べ床面積は、第 21条第３項で算出した数値とする。 

二 構造材、仕上げ材その他の数量は、前条第２項第２号及び第３号で算出したものを小数点以下

第２位（小数点以下第３位四捨五入）で計上する。 

（補償額等の端数処理） 

第 24条 建物等の補償額の算定を行う場合の端数処理は、原則として、次の各号に掲げる場合を除き、

１円未満切り捨てとする。 

一 補償単価及び資材単価等は、次による。 

イ 100円未満のとき １円未満切り捨て 

ロ 100円以上 10,000円未満のとき 10円未満切り捨て 

ハ 10,000 円以上のとき 100円未満切り捨て 

二 共通仮設費及び諸経費にあっては、100 円未満を切り捨てた金額を計上する。この場合におい

て、その額が 100 円未満のときは、１円未満切り捨てとする。 

三 建物の１平方メートル当たりで算出する単価（現在価格等）は、100円未満切り捨てとする。 
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第２節 境界測量 

（作業方法等） 

第 39条 用地測量の作業方法、精度その他必要な事項については、三重県公共測量作業規程（作業規

程の準則（平成 20年国土交通省告示第 413号、平成 23年度国土交通省告示第 334号、平成 25年度

国土交通省告示第 286号及び平成 28年度国土交通省告示第 565号により一部改正)を準用）による

ほか、測量業務共通仕様書及びこの共通仕様書によるものとする。 

 

（用地測量の基準点） 

第 40条 用地測量に使用する基準点について当該公共事業に係る基準点測量が完了しているときは、

別途監督員が指示する基準点測量の成果（基準点網図、測点座標値等）を基に検測して使用するも

のとする。 

２ 前項の基準点測量の成果を検測した結果、滅失、位置移転、毀損等が生じているときには監督員

と協議するものとする。 

３ 第１項の基準点測量が実施されていないものについては、基準点の設置、座標値の設定方法等に

ついて監督員と協議し、その指示を受けるものとする。 

 

（境界測量） 

第 41条 各境界点の測量を行うときは、近傍の４級基準点以上の基準点に基づき、放射法により行う

ものとする。ただし、やむを得ない場合は、補助基準点を設置し、それに基づき行うことができる

ものとする。 

２ 前項の観測は、測量地域の地形及び地物の状況等を考慮し、トータルステーション（データコレ

クタを含む。）、セオドライト、測距儀等（以下「ＴＳ等」という。）又はＲＴＫ－ＧＰＳ法、若しく

はネットワーク型ＲＴＫ－ＧＰＳ法によることができる。 

一 ＴＳ等による観測は、次表を標準とする。 

区   分 水平角観測 鉛直角観測 距離測定 

方   法 0.5対回 0.5対回 2回測定 

較差の許容範囲 － － ５mm 
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第３節 土地の面積計算 

（面積計算の範囲） 

第 45条 面積計算の範囲は、第 37条に定める画地を単位とし、次の各号によって行うものとする。 

一 画地のすべてが用地取得の対象となる計画幅員線（以下「用地取得線」という。）の内に存する

ときは、その画地面積 

二 画地が用地取得線の内外に存するときは、用地取得の対象となる土地及び用地取得の対象とな

る土地以外の土地（残地）の面積 

２ 一筆の土地が用地取得線にまたがる場合において、当該土地と連続して所有者及び使用者を同じ

くし、かつ、同一使用目的に供されている２筆以上の土地及び借地権等の目的となっている一団の

土地にあっては、当該土地全部をその範囲に含めるものとする。 

（土地の面積） 

第 46条 受注者は、第 41 条の測量結果を基に、座標求積により土地の面積を求め、面積計算表を作

成しなければならない。 

土地の面積は、一筆ごとに次のイ又はロの方法により求めるものとする。 

イ 一筆の土地に異なる現況地目又は異なる権利者があるときは、先に一筆の土地の総面積を求

め、次に評価額の高いと認められる地目又は面積が小さいと認められる権利者の順に面積を求

め、最終順位の地目又は権利者の面積は総面積から先順位の地目又は権利者の面積の合計を控

除して求めるものとする。 

この場合において、一筆の土地に異なる地目及び異なる権利者がある場合には、評価額の高

いと認められる地目を先順位とする。 

ロ 一筆の土地が取得等の区域線にまたがるため分筆を必要とする場合には、取得等の区域内と

区域外に区分してそれぞれ面積を求めるものとする。この場合において当該土地に異なる地目

又は権利者があるときは、前記イを準用するものとする。 

２ 前項の判断は、監督員の指示によるものとする。 

３ 土地の面積は、平方メートルを単位として定め、１平方メートルの 100分の１未満の端数は、切

り捨てるものとする。 

４ 受注者は、土地の面積計算を終了したときは、各筆の所有者又は所有権以外の権利者ごとに土地

の登記記録調査表（様式第 20号の２）及び用地実測図等の内容を整理して取得用地一覧表 （様式

第 25号）を作成するものとする。 

（地目） 

第 47条 受注者は、次に掲げる現況地目により土地を区分するものとする。 

一 宅地（建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地） 

二 田（農耕地で用水を利用して耕作する土地） 

三 畑（農耕地で用水を利用しないで耕作する土地） 

四 山林（耕作の方法によらないで竹木の生育する土地） 
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（７）用地取得線 

（８）図面の名称、配置、方位、座標線、地図情報レベル、座標系、測量年月日、計画機関名称、

作業機関名称及び土地の測量に従事した者の記名押印 

（９）市町村の名称、大字、字の名称又は町、丁の名称及び境界線 

（10）中心杭及び幅杭点の位置 

（11）現況地目 

（12）道路名及び水路名 

（13）建物及び工作物 

（14）用地取得の対象となる土地及び残地の面積 

（15）その他指示された事項 

三 用地実測図の規格は、日本工業規格Ａ１判を標準とし、左を起点側、右を終点側とし、数葉に

わたるときは、右上に番号を付するとともに、当該図面がどの位置に存するかを示す表示図を記

載するものとする。 

四 用地実測図の作成に当たっては、別表第１に定める用地実測図及び用地平面図表示記号により

表示するものとする。 

五 現況地目が異なる場合は、括弧書きにて現況地目を記入するものとする。 

 

（用地平面図の作成） 

第 49条 受注者は、用地実測図を基に、用地実測図各葉について連続させた用地平面図等を作成する

ものとする。 

２ 用地平面図には、原則として、次の各号の事項を記入する。 

一 基準点、境界点（官民、所有権、借地、地上権等の境界点）及び境界線 

二 各筆の地番、現況地目、土地所有者氏名、借地人等氏名及び取得面積 

三 用地幅杭点及び用地境界点の位置並びに用地取得線 

四 行政界、市町村の名称及び大字、字の名称又は町、丁の名称 

五 建物及び工作物 

六 道路名及び水路名 

七 図面の名称、配置、地図情報レベル、方位、座標線 

八 測量年月日、計画機関名及び作業機関名及び土地の測量に従事した者の氏名 

九 その他指示された事項 

 

（土地現地調査報告書の作成） 

第 50条 受注者は、土地現地調査報告書（様式第 26号の１）及び参考図（様式第 26号の２）を別記

１「土地現地調査報告書作成要領」に基づいて作成するものとする。 
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第５章 土地評価 

（土地評価） 

第 51条 土地評価とは、取得等する土地（残地等に関する損失の補償を行う場合の当該残地を含む。）

の更地としての正常な取引価格を算定する業務をいい、不動産の鑑定評価に関する法律（昭和 38

年法律第 152号）第２条で定める「不動産の鑑定評価」は含まないものとする。 

（土地評価の基準） 

第 52条 土地評価は、監督員から特に指示された場合を除き基準細則第２別記１土地評価事務処理要

領（以下「土地評価要領」という。）に基づき行うものとする。 

（現地踏査及び資料作成） 

第 53条 土地評価に当たっては、あらかじめ、調査区域及びその周辺区域を踏査し、当該区域の用途

的特性を調査するとともに、土地評価に必要となる次の各号に掲げる資料を作成するものとする。 

一 同一状況地域区分図 

同一状況地域区分図は、近隣地域及び類似地域につき都市計画図その他類似の地図を用い、お

おむね次の事項を記載したものを作成する。 

（１）起業地の範囲、同一状況地域の範囲、土地評価要領第５条（２）に規定する標準地及び用途

的地域の名称 

（２）鉄道駅、バス停留所等の交通施設 

（３）学校、官公署等の公共施設、病院等の医療施設、銀行、スーパーマーケット等の商業施設 

（４）幹線道路の種別及び幅員 

（５）都市計画の内容、建築物の面積・高さ等に関する基準 

（６）行政区域、大字及び字の境界 

（７）取引事例地 

（８）地価公示法（昭和 44年法律第 49号）第６条により公示された標準地（以下「公示地」とい

う。）又は国土利用計画法施行令（昭和 49年政令第 387号）第９条第５項により周知された基

準地（以下「基準地」という。） 

二 取引事例地調査表 

取引事例比較法に用いる取引事例は、土地評価要領第 11条に基づき収集し、おおむね次の事項

を整理のうえ調査表を作成する。 

（１）土地の所在、地番及び住居表示 

（２）土地の登記記録に記録されている地目及び面積並びに現在の土地の利用状況 

（３）周辺地域の状況 

（４）土地に物件がある場合は、その種別、構造、数量等  

（５）売主及び買主の氏名等及び住所等並びに取引の目的及び事情（取引に当たって特段の事情が

ある場合はその内容を含む。） 

（６）取引年月日、取引価格等 
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第６章 建物等の調査 

第１節 調 査 
（建物等の調査） 

第 57条 建物等の調査とは、建物、工作物及び立竹木について、それぞれの種類、数量、品等又は機

能等を調査することをいう。 

 

（建物等の配置等） 

第 58条 次条以降の建物等の調査に当たっては、あらかじめ当該権利者が所有し、又は使用する一画

の敷地ごとに、次の各号に掲げる建物等の配置に関する調査を行うものとする。 

一 建物、工作物及び立竹木の位置 

二 敷地と土地の取得等の予定線の位置 

三 敷地と接続する道路の幅員、敷地の方位等 

四 その他配置図作成に必要となる事項 

２ 建物等の全部又は一部が残地に存する場合には、監督員から調査の実施範囲について指示を受け

るものとする。 

 

（法令適合性の調査） 

第 59 条 建物等の調査に当たっては、次の各号の時期における当該建物又は工作物につき基準第 28

条第２項ただし書きに基づく補償の要否の判定に必要となる法令に係る適合状況を調査するものと

する。この場合において、調査対象法令については監督員と協議するものとする。 

一 調査時 

二 建設時又は大規模な増改築時 

 

（木造建物） 

第 60条 木造建物〔Ⅰ〕の調査は、建物移転料算定要領（案）（平成 28年３月 31日付け中部用対第

59号（以下「建物要領」という。））別添一木造建物調査積算要領（以下「木造建物要領」という。）

により行うものとする。 

なお、木造建物要領第 23条の「起業者が別途定める補償金算定標準書等」は「中部地区用地対策

連絡協議会損失補償算定標準書」とする。 

２ 木造建物〔Ⅱ〕及び木造建物〔Ⅲ〕の調査は、木造建物要領を準用して行うほか、当該建物の推

定再建築費の積算が可能となるよう行うものとする。 

３ 前２項の実施に当たっては、基準細則第 15付録別表第 11の補正項目に係る建物の各部位の補修

等の有無を調査するものとする。 

４ 図面に表示する記号は、原則として別表第２による表示記号を用いるものとする。（以下第 61条、

第 62条において同じ。） 

 

（木造特殊建物） 

第 61条 木造特殊建物の調査は、前条第２項及び第３項を準用するものとする。 
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（非木造建物） 

第 62条 非木造建物〔Ⅰ〕の調査は、建物要領別添二非木造建物調査積算要領（以下「非木造建物要

領」という。）により行うものとする。 

なお、非木造建物要領第 10 条の「起業者が別途定める補償金算定標準書等」は「中部地区用地対

策連絡協議会損失補償算定標準書」とする。 

２ 非木造建物〔Ⅱ〕の調査は、非木造建物要領を準用して行うほか、当該建物の推定再建築費の積

算が可能となるよう行うものとする。 

 

（機械設備） 

第 63条 機械設備の調査は、中部用対の定める機械設備調査算定要領（以下「機械設備要領」という。）

により行うものとする。 

 

（生産設備） 

第 64条 生産設備の調査は、次の各号について行うものとする。 

一 生産設備の配置状況。調査に当たり必要があると認められるときは、平板測量等を行う。 

二 種類（使用目的） 

三 規模（形状及び寸法）、材質及び数量 

四 園芸用フレーム、牛、豚、鶏その他の家畜の飼育施設又は煙突、給水塔、貯水池、用水堰、浄

水池等にあっては、当該設備の構造の詳細、収容能力、処理能力等 

五 ゴルフ練習場、駐車場、テニスコート等にあっては、打席数又は収容台数等 

六 当該設備の取得年月日及び耐用年数 

七 その他補償額の算定に必要と認められる事項 

八 当該設備の概要が把握できる写真の撮影 

 

（附帯工作物） 

第 65条 附帯工作物の調査は、中部用対の定める附帯工作物調査算定要領（以下「附帯工作物要領」

という。）により行うものとする。 

 

（庭 園） 

第 66条 庭園の調査は、次の各号について行うものとする。 

一 庭園に設置されている庭石、灯籠、築山、池等の配置の状況及び植栽されている立竹木の配置

の状況。配置の調査は、平板測量により行うものとする。ただし、規模が小さく平板測量以外で

行うことが可能なものにあっては、他の方法により行うことができる。 

二 庭石、灯籠、築山、池等の形状、構造、数量等 

三 庭園区域内にある立竹木の種類、形状、寸法、数量等 

四 その他補償額の算定に必要と認められる事項 

五 庭園の概要が把握できる写真の撮影 

 

（墳 墓） 

第 67条 墳墓の調査は、次の各号について行うものとする。 

一 墓地の配置の状況、墓地使用者（祭祀者のこと。以下同じ。）ごとの画地及び通路等の配置の状
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況。配置の調査は、墓地管理者の立会いを得て平板測量により行うものとする。ただし、規模が

小さく平板測量以外で行うことが可能なものにあっては、他の方法により行うことができる。 

二 墓地使用者ごとの墓石の形状、寸法、構造及び種類 

三 墓地使用者ごとの墓誌等の形状、寸法及び種類 

四 墓地使用者ごとのカロートの形状、寸法及び種類（石造又はコンクリート造）。不可視部分につ

いては、墓地使用者又は墓地管理者からその状況を聴取する。 

五 墓地使用者ごとのその他の石積、囲障、立竹木等の種類、形状、寸法及び数量 

六 その他補償額の算定に必要と認められる事項 

七 墓地及び墳墓の概要が把握できる写真の撮影 

 

（立竹木） 

第 68 条 立竹木の調査は、第４条表３の区分ごとに次の各号により行うものとする。 

一 庭木等（観賞樹、効用樹及び風致木）の調査 

（１）権利者の画地ごとに立木の位置を調査する。当該画地の一部を取得等するときは、取得等す

る部分と残地の部分とに区分し、立木の位置を図面に表示するとともに番号（寄植及び連植で

あって同樹種、同寸法のものは、同番号とする。）を付す。 

（２）立木については、樹種名、根本周囲、幹周、胸高直径、枝幅、樹高、管理の状況（表４の判

断基準による区分）等を調査する。 

 

表４ 管理状況の判断基準 

判  断  基  準 区 分 

年２回程度以上の手入れ（剪定）が行われ樹型が整っているもの 良 い 

年１回程度の手入れ（剪定）を行っているもの やや良い 

上記以外のもの 普 通 

 

（３）観賞用竹（ほていちく、きんめいちく、なりひらたけ、かんちく等）については、５本程度

を１株として、その位置を（１）の図面に表示するとともに番号を付す。 

（４）芝、地被類、草花等については、植込みの面積を調査する。 

二 用材林立木の調査 

（１）権利者ごとに、原則として、毎木調査により、樹種、胸高直径、林齢（又は植林年次）、人工

林・天然生林の別、林相ごとの単位面積当たりの植栽本数（10ｍ四方〔100 ㎡〕を標準とし、

ｈａ当たりに換算する。）、管理の状況等を調査する。ただし、胸高直径５ｃｍ未満の天然生林

についてはこの限りでない。 

（２）監督員から、標準地調査法により調査を実施する旨の指示があったときは、次により行う。 

イ 権利者ごとに、当該土地に植栽されている立木を樹種ごとに一括して取扱うことが相当と

認められる区域を決定し、調査する。ただし、同樹種区域であっても立木の粗密度、径級、
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配置、成育状況、植林年次が異なっていると認められる場合には、これらが異なるごとの範

囲を調査し、区分する。 

ロ イで定めた区域内で最も標準と認められる範囲（標準地）1,000平方メートル程度を定め、

当該範囲内にある樹種名、胸高直径、本数及び樹令（又は植林年次）を調査する。なお、イ

で定めた区域が 5,000平方メートル程度以下の場合には、標準地の面積を当該区域面積の 10

パーセント程度をもって行う。 

三 薪炭林立木の調査 

前号用材林立木の調査に準じて行う。 

四 収穫樹の調査 

樹種、胸高直径、幹周、樹齢（又は植付年次）、管理の状況等を調査する。 

樹園地に囲障、吊り棚等の工作物が存するときは、これらについても第 65条の例により調査す

る。 

五 竹林の調査 

（１） 権利者ごとに竹林として取扱うことが相当と認められる区域を決定する。この場合において、

筍の収穫を目的としているものとその他のものとに区分する。 

（２） （１）で定めた区域内で最も標準と認められる範囲（標準地）500平方メートル程度を定め、

当該範囲内にある品種、本数及び胸高直径（筍を目的とするものを除く。）並びに筍の収穫を目

的とするものにあっては、その管理の状況等を調査する。 

六 苗木（植木畑）の調査 

権利者ごとに苗木（植木畑）として取扱うことが相当と認められる区域を決定し、植栽されて

いる苗木について、同樹種、同寸法のものごとに樹種名、根本周囲、胸高直径、枝幅、樹高、本

数、樹齢（育生年数）及び管理の状況を調査する。この場合において、同樹種同寸法のものが大

規模に植栽されている場合には、第二号（２）の標準地調査の例により行うことができる。 

七 その他の立木の調査 

立木の存する位置、樹種等により前各号の調査に準じて行う。 

八 権利者の画地ごとの代表的な立竹木（標準地調査の場合は、標準地の立竹木の概要が把握でき

るもの）の写真の撮影 

第２節 調査書等の作成

（建物等の配置図の作成） 

第 69条 建物等の配置図は、前節の調査結果を基に木造建物要領第 20条第２項別添１木造建物図面

作成基準(別表)により作成するものとする。 

（法令に基づく施設改善） 

第70条 法令に基づく施設改善の調査書は、第59条の調査結果を基に調査書を作成するものとする。 

２ 当該建物又は工作物が建設時又は大規模な増改築時においては法令に適合していたが、調査時に

おいては法令に適合していない（このような状態にある建物又は工作物を、以下「既存不適格物件」
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（生産設備） 

第 75条 生産設備の図面及び調査書は、第 64条の調査結果を基に作成するものとする。 

２ 図面は、生産設備の種類、構造、規模等を考慮して、補償額の算定に必要となる平面図、立面図、

構造図、断面図等を作成するものとする。 

３ 調査書は、前条に準じ作成するものとする。 

 

（附帯工作物） 

第 76条 附帯工作物の図面及び調査表は、第 65条の調査結果を基に附帯工作物要領第４条及び第５

条により作成するものとする。 

 

（庭園） 

第 77条 庭園の調査書は、第 66条の調査結果を基に次の各号により作成するものとする。 

一 庭園に設置されている庭石等については、附帯工作物要領第４条により作成するものとする。 

二 庭園に配置されている立竹木については、立竹木調査表（様式第 29号）を用いて補償額の算定

に必要と認められる事項を記載することにより作成するものとする。 

 

（墳墓） 

第 78条 墳墓の図面及び調査書は、第 67条の調査結果を基に作成するものとする。 

２ 図面は、次の各号により作成するものとする。 

一 墓地使用者ごとの画地及び通路等の区分を明確にする。 

二 墓地使用者の画地ごとに番号を付す。 

三 土地の取得等の予定線を記入する。 

３ 調査書は、次の各号により作成するものとする。 

一 墓石、墓誌、カロート等については、墳墓調査表（様式第 28号）を用いて補償額の算定に必要

と認められる事項を記載することにより作成するものとする。 

二 石積、囲障等については、附帯工作物要領第４条により作成するものとする。 

三 立竹木については、立竹木調査表（様式第 29号）を用いて、補償額の算定に必要と認められる

事項を記載することにより作成するものとする。 

 

（立竹木） 

第 79 条 立竹木の図面及び調査書は、第 68条の調査結果を基に作成するものとする。 

２ 第 68条五号又は第二号、第三号、第六号及び第七号で標準地調査を行ったものの図面には、次の

各号の事項を記載するものとする。 

一 標準地の位置及び面積 

二 標準地を基準として樹木数量等を決定した範囲及び面積  

３ 調査書は、立竹木調査表（様式第 29号）を用いて、補償額の算定に必要と認められる事項を記載

することにより作成するものとする。ただし、用材林立木の場合には、用材林管理程度補正判定表 

(様式第 30号の１)、用材林補償額算定書（様式第 30号の２）を用いて、必要と認められる事項を記
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載するものとする。 

 

第３節 算 定 

（移転先の検討） 

第 80条 建物等を移転する必要があり、かつ、相当程度の残地が生ずるため、残地を当該建物等の移

転先地とすることの検討を行う場合（第 10章移転工法案の検討に該当するものを除く。）には、残

地が建物等の移転先地として基準細則第 15第１（４）第一号から第四号までの要件に該当するか否

かの検討をするものとする。 

２ 前項の検討にあたり残地に従前の建物に照応する建物を再現するための当該照応建物（以下「照

応建物」という。）の推定建築費は、概算額によるものとし、平面図及び立面図はこのための必要最

小限度のものを作成するものとする。なお、監督員から、当該照応建物の詳細な設計による推定建

築費の積算を指示された場合は、この限りでない。 

３ 第１項の検討にあたり、当該請負契約に対象とされていない補償項目に係わる見積額は、監督員

から教示を得るものとする。 

４ 第３項の検討にあたり、移転を必要とする残地内の建物等については、第 69条で定める図面に対

象となるものを明示するものとする。 

 

（法令に基づく施設改善費用に係る運用益損失額の算定） 

第 81 条 既設の施設を法令の規定に適合させるために必要となる最低限の改善費用に係る運用益損

失額の算定は、第 70 条の調査結果から当該建物又は工作物が既存不適格物件であると認める場合に、

基準細則第 15条第３項の定めるところにより行うものとする。 

 

（木造建物） 

第 82条 木造建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ごとに第 71条で作成

した図面及び調査書を基に、木造建物〔Ⅰ〕については木造建物要領により、当該建物の推定再建

築費を積算するものとする。 

なお、木造建物〔Ⅱ〕及び木造建物〔Ⅲ〕の推定再建築費の積算に当たっては、木造建物要領第

２条第３項に定めるところによるものとする。 

２ 木造建物の補償額の算定は、監督員から指示された移転工法に従い、建物要領により行うものと

する。 

 

（木造特殊建物） 

第 83条 木造特殊建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ごとに第 72条で

作成した図面及び調査書を基に当該建物の推定再建築費を積算するものとする。その積算に当たっ

ては、木造建物要領第２条第３項に定めるところによるものとする。 

２ 木造特殊建物の補償額の算定は、監督員から指示された移転工法に従い、建物要領により行うも

のとする。 
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（非木造建物） 

第 84条 非木造建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ごとに第 73条で作

成した図面及び調査書を基に、非木造建物〔Ⅰ〕については非木造建物要領により、当該建物の推

定再建築費を積算するものとする。 

なお、非木造建物〔Ⅱ〕の推定再建築費の積算に当たっては、非木造建物要領第３条第３項に定

めるところによるものとする。 

２ 非木造建物の補償額の算定は、監督員から指示された移転工法に従い、建物要領により行うもの

とする。 

（照応建物の詳細設計） 

第 85条 第 80条第２項なお書きによる照応建物の推定建築費の積算に当たっては、次の各号に掲げ

るもののほか、積算に必要となる図面を作成するものとする。 

一 照応建物についての計画概要表（様式第 31号の１、第 31号の２） 

二 面積比較表（様式第 31号の３） 

三 計画概要比較表（様式第 31号の４） 

（機械設備） 

第 86条 機械設備の補償額の算定は、第 74条で作成した資料を基に機械設備要領により行うものと

する。 

（生産設備） 

第 87条 生産設備の補償額の算定は、第 75条で作成した資料を基に当該設備の移設の可否及び適否

について検討し、行うものとする。 

２ 生産設備の補償額の算定に専門的な知識が必要であり、かつ、メーカー等でなければ算定が困難

と認められるものについては、前条に準じて処理するものとする。 

（附帯工作物） 

第 88条 附帯工作物の補償額の算定は、第 76条で作成した資料を基に附帯工作物要領及び中部用対

の定める工作物移転料積算基準により行うものとする。 

（庭園） 

第 89条 庭園の補償額の算定は、第 77条で作成した資料を基に当該庭園の再現方法等を検討し、行

うものとする。 

２ 前項の内、庭石等の補償額の算定に当たっては、中部用対の定める工作物移転料積算基準により

行うものとする。 

（墳墓） 

第 90 条 墳墓の補償額の算定は、第 78条で作成した資料を基に当該墳墓の移転先及び当該地方にお

ける改葬方法の慣行等を検討し、改葬費を併せて行うものとする。 
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第７章 営業その他の調査 

第１節 調 査 

（営業その他の調査） 

第 92条 営業その他の調査とは、営業、居住者等及び動産に関する調査をいう。 

（営業に関する調査） 

第 93条 法人が営業主体である場合の営業に関する調査は、補償額の算定に必要となる次の各号に掲

げる事項について行うものとする。 

一 営業主体に関するもの 

（１）法人の名称、所在地、代表者の氏名及び設立年月日  

（２）移転等の対象となる事業所等の名称、所在地、責任者の氏名及び開設年月日 

（３）資本金の額 

（４）法人の組織（支店等及び子会社） 

（５）移転等の対象となる事業所等の従業員数及び平均賃金 

（６）移転等の対象となる事業所等の敷地及び建物の所有関係 

二 業務内容に関するもの 

（１）業種 

（２）移転等の対象となる事業所等の製造、加工又は販売等の主な品目 

（３）原材料、製品又は商品の主な仕入先及び販売先（得意先） 

（４）品目等別の売上構成 

（５）必要に応じ、確定申告書とともに税務署に提出した事業概況説明書写を収集する。 

三 収益及び経費に関するもの 

営業調査表（様式第 32号の１から第 32号の４）の各項目を記載するために必要とする次の書

面又は簿冊の写を収集する。 

（１）直近３か年の事業年度の確定申告書（控）写。税務署受付印のあるものとする。 

（２）直近３か年の事業年度の損益計算書写及び貸借対照表写 

（３）直近１年の事業年度の総勘定元帳写及び固定資産台帳写。特に必要と認める場合は直近３か

年とする。 

（４）直近１年の事業年度の次の帳簿写。特に必要と認める場合は直近３か年とする。 

イ 正規の簿記の場合 

売上帳、仕入帳、仕訳帳、得意先元帳、現金出納帳及び預金出納帳 

ロ 簡易簿記の場合 

 現金出納帳、売掛帳、買掛帳及び経費帳 

四 その他補償額の算定に必要となるもの 

２ 個人が営業主体である場合の営業に関する調査は、前項に準じて行うものとする。 

３ 仮営業所に関する調査を指示されたときは、次の各号による調査を行うものとし、調査の結果、
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仮営業所として適当なものが存しないと認めるときは、その旨を監督員に報告するものとする。 

一 仮営業所設置場所の存在状況並びに賃料及び一時金の水準 

二 仮営業所用建物の存在状況並びに賃料及び一時金の水準 

三 仮設組立建物等の資料のリースに関する資料 

４ 前３項の調査に当たっては、中部用対の定める営業調査算定要領により行うものとする。 

（居住者等に関する調査） 

第 94 条 居住者等に関する調査は、世帯ごとに次の各号に掲げる事項について行うものとする。 

一 氏名、住所（建物番号及び室番号） 

二 居住者の家族構成（氏名及び生年月日） 

三 住居の占有面積及び使用の状況 

四 居住者が当該建物の所有者でない場合には、貸主の氏名等、住所等、賃料その他の契約条件、

契約期間、入居期間及び定期借家契約である場合にはその期間 

五 その他必要と認められる事項 

２ 居住以外の目的で建物を借用している者に対しては、前各号に掲げる事項に準じて調査するもの

とする。 

３ 前２項の調査は、賃貸借契約書、住民票等により行うものとする。 

（動産に関する調査） 

第 95条 動産に関する調査は、世帯ごとに次の各号に掲げる事項について行うものとする。 

一 所有者の氏名等及び住所等（建物番号及び室番号） 

二 動産の所在地 

三 住居又は店舗等の占有面積及び収容状況。ピアノ、美術品、金庫等で特別な取扱いを必要とす

るものについては、個別に調査する。 

四 一般動産については、品目、形状、寸法、容量及び重量 

五 その他必要と認める事項 

第２節 調査書の作成 

（調査書の作成） 

第 96条 前３条の調査に係る調査書は、次に掲げる調査表に所定の事項を記載することにより作成す

るものとする。 

一 営業調査表（様式第 32号の１から第 32号の４） 

二 居住者等調査表（様式第 33号） 

三 動産調査表（様式第 34号） 
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第９章 予備調査 

第１節 調 査 

（予備調査） 

第 101 条 予備調査とは、工場、店舗、営業所、ドライブイン、ゴルフ練習所等で大規模なもの（以

下「工場等」という。）の敷地が取得等の対象となる場合で、従前の機能を残地において回復させる

ことの検討が必要であると認められるもの等について、建物等の調査に先立ち当該工場等の企業内

容、使用実態、土地の取得等に伴う建物等の影響の範囲及び想定される概略の移転計画（レイアウ

ト）案の作成に必要な事項の調査を行うことをいう。 

（企業内容等の調査） 

第 102 条 予備調査に係る工場等の企業内容等の調査は、次の各号に掲げる事項について行うものと

する。 

一 名称、所在地及び代表者名 

二 業種及び製造、加工又は販売等の主な品目 

三 所有者又は占有者の組織 

四 他に工場等を有している場合には、他工場等と当該工場等との関係 

五 財務状況 

六 原材料、製品又は商品の主な仕入先又は販売先（得意先） 

七 製品等の製造、加工又は販売等の工程（図式化したもの） 

八 その他移転計画案の検討に必要と認める事項 

（敷地使用実態の調査） 

第 103 条 予備調査に係る工場等の敷地の使用実態の調査は、次の各号に掲げる事項について行うも

のとする。 

一 敷地面積及び形状、土地の取得等の範囲及び面積、残地の面積及び形状 

二 用途地域等の公法上の規制 

三 各建物の位置、構造、階数、建築面積、延べ床面積、建築年月及び用途（使用実態） 

四 敷地内の使用状況等 

（１）屋外に設置されている機械設備、生産設備及び附帯工作物のうち特に必要と認めるものの位

置、形状、寸法、容量等 

（２）駐車場の位置及び収容可能台数 

（３）原材料・製品等の置場の位置、形状及び寸法並びに原材料、製品等の品目及び数量 

（４）工場立地法（昭和 34年法律第 24号）に基づく緑地の位置及び面積 

五 前条第七号の製品等の製造、加工又は販売等の工程と建物等の配置との関係 

六 その他移転計画案の検討に必要と認める事項 

七 敷地内の使用状況の概要が把握できる写真の撮影 
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第 10 章 移転工法案の検討 

第１節 調 査 

（移転工法案の検討） 

第 111 条 移転工法案の検討とは、工場等の敷地の一部が取得等の対象となる場合において、当該敷

地に存在する建物等の機能の全部又は一部を残地において回復するための通常妥当とする移転方法

等の案を検討することをいう。 

 

（企業の内容等の調査） 

第 112 条 工場等の企業内容等の調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。ただし、

第 106 条の調査書の貸与を受けた場合には、その調査書を基に調査を行うものとする。 

一 名称、所在地及び代表者名 

二 業種及び製造、加工又は販売等の品目 

三 所有者又は占有者の組織 

四 他に工場等を有している場合には、他工場等と当該工場との関係 

五 財務状況 

六 原材料、製品又は商品の主な仕入先又は販売先（得意先） 

七 製品等の製造、加工又は販売等の工程（図式化したもの） 

八 その他移転工法案の検討に必要と認める事項 

 

（敷地使用実態の調査） 

第 113 条 工場等の敷地の使用実態の調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。ただ

し、第 103条の調査結果資料の貸与を受けた場合には、その資料を基に調査を行うものとする。 

一 敷地面積及び形状、土地の取得等の範囲及び面積、残地の面積及び形状 

二 用途地域等の公法上の規制 

三 各建物の位置、構造、階数、建築面積、延べ床面積、建築年月及び用途（使用実態） 

四 敷地内の使用状況等 

（１）屋外に設置されている機械設備、生産設備及び附帯工作物のうち、特に必要と認められるも

のの位置、形状、寸法、容量等 

（２）駐車場の位置及び収容可能台数 

（３）原材料・製品等の置場の位置、形状及び寸法並びに原材料、製品等の品目及び数量 

（４）工場立地法（昭和 34年法律第 24号)に基づく緑地の位置及び面積 

五 前条第七号の製品等の製造、加工又は販売等の工程と建物等の配置との関係 

六 その他移転工法案の検討に必要と認める事項 

七 敷地内の使用状況の概要が把握できる写真の撮影 
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第２節 調査書等の作成 

（企業概要書） 

第 114 条 企業内容等の調査書は、第 112条の調査結果を基に企業概要書（様式第 36号の１）を用い

て、作成するものとする。 

（移転工法案の作成） 

第 115 条 工場等の移転工法案は、第 58条から第 66条まで、第 68条、第 112条及び第 113条の調査

結果を基に、次の各号に掲げる内容で、２又は３案を作成するものとする。この場合において、残

地が建物等の移転先地として基準細則第 15第１（４）第一号から第三号までの要件に該当するか否

かの検討を行うものとする。 

一 製品等の製造、加工又は販売等の工程の変更計画 

二 建物（残地内での関連移転又は残地外の土地への移転を必要とするものを含む。）、機械設備等

の移転計画 

三 照応建物に係る建物の構造、規模、階数等の概要 

四 建物、機械設備等の移転工程表 

五 移転計画図（縮尺 500 分の１又は 1,000 分の１） 

六 移転工法（計画）案検討概要書（様式第 36号の２） 

七 移転工法（計画）各案の比較表（様式第 36号の３） 

２ 前項の検討にあたり照応建物の推定建築費は、概算額によるものとし、次の各号に掲げるものの

ほか、概算額の積算に必要な平面図及び立面図を必要最小限度作成するものとする。なお、監督員

から、当該照応建物の詳細な設計による推定建築費の積算を指示された場合は、これに必要な図面

を作成し、積算するものとする。 

一 照応建物についての計画概要表（様式第 31号の１、第 31号の２） 

二 面積比較表（様式第 31号の３） 

三 平面（間取り）の各案についての計画概要比較表（様式第 31号の４） 

（補償額の比較） 

第 116 条 前条の移転工法案を作成したときは、基準細則第 15第１項（４）第四号に定める補償額の

比較を行うものとする。 

２ 第１項の検討にあたり、当該請負契約に対象とされていない補償項目に係わる見積額は、監督員

から教示を得るものとする。 
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第 11 章 再算定業務 

（再算定業務） 

第 117 条 再算定業務とは、建物等の補償額について再度算定する（再調査して算定する場合を含む。）

ことをいう。 

（再算定の方法） 

第 118 条 建物等の補償額の再算定は、次の各号の一に該当する場合を除くほか、従前の移転工法及

び移転補償額の算定方法により行うものとする。 

一 補償額の算定項目、算定方法等に係る基準、基準細則又は調査積算要領等が改正されている場

合には、改正後の基準等により算定する。 

二 再調査の結果が現調査表の内容と異なる場合は、再調査の結果に基づき補償額を算定する。こ

の場合における移転工法は、監督員の指示による。 

第 12 章 補償説明 

（補償説明） 

第 119 条 補償説明とは、権利者に対し、土地の評価（残地補償を含む。）の方法、建物等の補償方針

及び補償額の算定内容（以下「補償内容等」という。）の説明を行うことをいう。 

（概況ヒアリング） 

第 120 条 受注者は、補償説明の実施に先立ち、監督員から当該事業の内容、取得等の対象となる土

地等の概要、移転の対象となる建物等の概要、補償内容、各権利者の実情及びその他必要となる事

項について説明を受けるものとする。 

（現地踏査等） 

第 121 条 受注者は、補償説明の対象となる区域について現地踏査を行い、現地の状況等を把握する

ものとする。 

２ 受注者は、現地踏査後に補償説明の対象となる権利者等と面接し、補償説明を行うことについて

の協力を依頼するものとする。 

（説明資料の作成等） 

第 122 条 権利者に対する説明を行うに当たっては、あらかじめ前２条の結果を踏まえ、次の各号に

掲げる業務を行うものとし、これら業務が完了したときは、その内容等について監督員と協議する

ものとする。 

一 当該区域全体及び権利者ごとの処理方針の検討 

二 権利者ごとの補償内容等の整理 
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三 権利者に対する説明用資料の作成 

 

（権利者に対する説明） 

第 123 条 権利者に対する説明は、次の各号により行うものとする。 

一 ２名以上の者を一組として権利者と面接すること 

二 権利者と面接するときは、事前に連絡を取り、日時、場所その他必要な事項について了解を得

ておくこと 

２ 権利者に対しては、前条において作成した説明用資料を基に補償内容等の理解が得られるよう十

分な説明を行うものとする。 

 

（記録簿の作成） 

第 124 条 受注者は、権利者と面接し説明を行ったとき等は、その都度、説明の内容及び権利者の主

張又は質疑の内容等を補償説明記録簿（様式第 37号）に記載するものとする。 

 

（説明後の措置） 

第 125 条 受注者は、補償説明の現状及び権利者ごとの経過等を、必要に応じて、監督員に報告する

ものとする。 

２ 受注者は、当該権利者に係わる補償内容等のすべてについて権利者の理解が得られたと判断した

ときは、速やかに監督員にその旨を報告するものとする。 

３ 受注者は、権利者が説明を受け付けない若しくは当該事業計画、補償内容等又はその他の事項で

意見の相違等があるため理解を得ることが困難であると判断したときは、監督員に報告し、指示を

受けるものとする。 

 

第 13 章 事業認定申請図書等の作成 

（事業認定申請図書等の作成） 

第 126 条 事業認定申請図書等の作成とは、次の各号に掲げる図書の作成をいうものとする。 

一 事業認定申請図書の作成 

二 裁決申請図書の作成 

三 明渡裁決申立図書の作成 

 

（事業認定申請図書の作成） 

第 127 条 事業認定申請図書の作成とは、土地収用法（昭和 26年法律第 219号。以下この章において

「法」という。）第 16条に規定する事業の認定を受けるため、法第 18条の規定による事業認定申請

書及び添付書類等を作成することをいう。 
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よう十分な説明を行うものとする。 

 

（記録簿の作成） 

第 149 条 受注者は、権利者と面接し説明を行ったとき等は、その都度、説明の内容及び権利者の主

張又は質疑の内容等を補償説明記録簿（様式第 37号）に記載するものとする。 

 

（説明後の措置） 

第 150 条 受注者は、費用負担の説明の現状及び権利者ごとの経過等を、必要に応じて、監督員に報

告するものとする。 

２ 受注者は、当該権利者に係る費用負担の内容等のすべてについて権利者の理解が得られたと判断

したときは、速やかに、監督員にその旨を報告するものとする。 

３ 受注者は、権利者が説明を受け付けない又は費用負担の内容等若しくはその他の事項で意見の相

違等があるため理解を得ることが困難であると判断したときは、監督員に報告し、指示を受けるも

のとする。 

 

第 15 章 写真台帳の作成 

（写真台帳の作成） 

第 151 条 受注者は、第６章、第７章、第９章、第 10章及び第 14章に定める調査等と併せて、次の

各号に定めるところにより写真を撮影し、所有者ごとに写真台帳を作成するものとする。 

一 第６章に定める調査等と併せて行う写真の撮影は、調査区域の概況が容易にわかるものとする。 

二 第６章及び第７章に定める調査等と併せて行う写真の撮影は、建物の全景及び建物の主要な構

造部分並びに建物が存在する周囲の状況並びに建物以外の土地に定着する主要な工作物が容易に

わかるものとする。 

三 第７章に定める調査のうち、動産に関する調査と併せて行う写真の撮影は、第 95条第三号及び

第四号の動産の種類等が容易にわかるものとする。 

四 第７章に定める調査等と併せて行う写真の撮影は、営業商品の陳列状況、生産の稼動状況、原

材料及び生産品等が容易にわかるものとする。 

五 第９章、第 10 章及び第 14章に定める調査等と併せて行う写真の撮影は、監督員の指示により

前各号に準じて行うものとする。 

六 第 14章に定める調査等と合わせて行う写真の撮影は、地盤変動影響調査算定要領により行うも

のとする。 

２ 写真台帳には、写真を撮影した付近の建物配置図等の写しを添付し、建物等の番号を付記すると

ともに、撮影の位置及び方向並びに写真番号を記入するものとする。 

３ 写真台帳の作成に当たっては、撮影年月日等の記載事項及び撮影対象物の位置その他必要と認め

られる事項を明記し、写真撮影に従事した者の記名押印をするものとする。 
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第 16 章 土地調書及び物件調書の作成等 

 

（土地調書等の作成） 

第 152 条 受注者は、第３章、第４章、第６章及び第７章に定める業務の成果物により、土地調書（様

式第 38 号）及び物件調書（様式第 39号）を作成するものとする。 

 

 

第 17 章 検証 

 

（検 証） 

第 153 条 受注者は、受注に係る業務がすべて完了したときは、各成果物について十分な検証（受注

者が、受注に係る業務の成果品の瑕疵を防止するため、当該成果品を発注者に提出する前に、発注

者の指示に従った成果品が完成しているかどうかを点検及び修補することをいう。以下同じ。）を行

わなければならない。この場合において、成果物の検証を行った者は、第 17条に定める成果物のう

ち地図の転写図及び土地の実測平面図については、各葉ごとに、その他については、表紙の裏面に

検証を行った者の資格及び氏名を記載し押印するものとする。 

２ 第３章から前章までに定める業務について、前項の検証業務は、主任技術者が行うものとする。 
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別記２（第17条関係） 

成 果 物 一 覧 表 
１ 各成果品の提出部数は原紙､原図のほか、正副各１部とする。ただし、特記仕様書に電子納品の

定めがある場合、又は監督員の指示又は承認を受けた場合は「三重県ＣＡＬＳ電子納品運用マニ

ュアル」によるものとする。 

２ 成果物は、仕様書及び特記仕様書に指示する成果品を提出するものとする。 

業 務 区 分 成果物の名称 規 格 等 備 考 

権

利

調

査

地図等の転写 転 写 図 
不動産登記法14条地図又は

公図の転写 

土地の登記記録

の 調 査 

土 地 の 登 記 記 録 

調 査 表 （ 一 覧 ） 
様式第20号の１ 

土 地 の 登 記 記 録 

調 査 表 
様式第20号の２ 

建物の登記記録

の 調 査 

建 物 の 登 記 記 録 

調 査 表 （ 一 覧 ） 
様式第21号の１ 

建 物 の 登 記 記 録 

調 査 表 
様式第21号の２ 

墓 地 管 理 者 

等 の 調 査 

墓地管理者調査表 様式第22号の１ 

墓地使用（祭祀）者

調 査 表 
様式第22号の２ 

転写連続図作成 転 写 連 続 図 
位置関係を整合させた公図

の連続図・取得予定線を記入 

地積測量図転写 地 積 測 量 図 
分筆されているときは写し

を添付する 

用

地

測

量

復 元 測 量 

復 元 箇 所 位 置 図 復元箇所写真を含む 

計 算 書 座標、復元の起点の記載 

境 界 立 会 

立 会 確 認 書 様式第24号 

用地測量（境界確認） 

立 会 一 覧 表 
様式第23号 

補助基準点の 

設 置 

基準点成果表、基準点

網図、観測手簿、計算

簿、点の記、精度管理

表 

補助基準点の写真を含む 

境 界 測 量 

基準点一覧表(使用部

分)、観測手簿、計算

書 

用 地 境 界 

仮 杭 設 置 
杭設置箇所表示図 

用地実測図を基に作成 作業

写真添付 
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建

物

等

の

調

査

木造建物〔Ⅰ〕

の 調 査 

配 置 図 A３ １/100又は１/200 

平 面 図 A３ １/100 

立 面 図 A３ １/100 

屋 根 伏 図 A３ １/100 

建 築 設 備 位 置 図 

（電気設備）
A３ １/100 

建 築 設 備 位 置 図 

（ 給 水 ・ 給 湯 設 備 ） 
A３ １/100 

建 築 設 備 位 置 図 

（ 屋 内 ・ 排 水 設 備 ） 
A３ １/100 

建 築 設 備 位 置 図 

（ 屋 外 ・ 排 水 設 備 ） 
A３ １/100又は１/200 

建 築 設 備 位 置 図 

（上記以外の建築設備） 
A３ 必要に応じて作成 

写 真 撮 影 方 向 図 １/100又は１/200 

木 造 建 物 調 査 表 

木造建物要領参照 様式第1 

木造建物数量計算書(様式2

～6)を含む 

木 造 建 物 建 築 

直 接 工 事 費 

計 算 書 

損失補償算定標準書 

 算定要編参照 様式第９ 

建物移転料算定表 

損失補償算定標準書 

算定要領編参照 

再築工法（様式第１号)、 

改造工法（様式第２号)、 

復元工法（様式第３号)、 

除却工法（様式第４号） 

を含む 

木造建物〔Ⅱ〕

及び木造建物

〔Ⅲ〕の調査 

木造建物〔Ⅰ〕に準ずるほか下記図面を作成する。 

基 礎 伏 図 A３ １/100 

床 状 図 A３ １/100 

軸 組 図 A３ １/100 

小 屋 伏 図 A３ １/100 

木造特殊建物 

の 調 査 

木造建物〔Ⅰ〕に準ずるほか下記図面を作成する。 

基 礎 伏 図 A３ １/100 

床 状 図 A３ １/100 
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建

物

等

の

調

査

非木造建物〔Ⅰ〕

及び〔Ⅱ〕調査 

空
気
調
和
設
備

器 具 一 覧 表 

器 具 配 置 図 A２ １/50～１/100 

昇
降
設
備

諸 元 表 

非木造建物〔Ⅰ〕

及び〔Ⅱ〕調査 

そ
の
他
設
備

必要に応じて作成 

積算に必要となる図面は上記以

外でも適宜作成 

工 事 内 訳 明 細 書 

建物移転料算定表 

損失補償算定標準書 

算定要領編参照 

再築工法（様式第１号）、 

改造工法（様式第２号）、 

復元工法（様式第３号）、 

除却工法（様式第４号） 

を含む 

機械設備調査 

機 械 設 備 調 査 表 機械設備要領参照 様式第1 

機 械 設 備 位 置 図 A３ １/100又は１/200 

電 気 設 備 図 A３ １/100又は１/200 

配 管 設 備 図 A３ １/100又は１/200 

機 械 基 礎 図 A３ １/50又は１/100 

プロセスコンピュー

タ ー 設 備 図 
A３ １/50又は１/100 必要に応じて作成 

写 真 撮 影 方 向 図 A３ １/100又は１/200 撮影困難な場合は姿図作成 

機械設備算定内訳書

及び機械設備直接工

事 費 明 細 書 

機械設備要領参照 

機械設備据付工数等計算書、機

械設備運搬台数計算書、機械設

備見積比較表を含む 

移 転 工 法 案 の 

検 討 資 料 

製造工程図、動線配置図、移転

工程表 

生産設備調査 

工 作 物 調 査 表 様式第27号 

平 面 図 

立 面 図 

構 造 図 



様 式 一 覧 表 

用地調査等業務共通仕様書 

様 式 名 称 関 係 条 項 (ページ) 様式ページ

 管理技術者・照査技術者選任(変更)通知書 第２条 ( 2-1 ) ３ 

担 当 技 術 者 届 第５条 ( 2-5 ) ４ 

経 歴 書 第５条 ( 2-5 ) ５ 

業 務 計 画 書 第８条 ( 2-6 ) ６ 

業 務 工 程 表 第８条 ( 2-6 ) ７ 

記 録 簿 第９条 ( 2-7 ) ９ 

支 給 品 引 渡 通 知 書 第10条 ( 2-7 ) 10 

支 給 品 受 領 書 第10条 ( 2-7 ) 11 

支 給 品 精 算 書 第10条 ( 2-7 ) 12 

支 給 品 返 納 書 第10条 ( 2-7 ) 13 

電 子 媒 体 等 納 品 書 第17条 ( 2-9 ) 18 

用 地 調 査 等 業 務 日 報 第15条 ( 2-8 ) 19 

障 害 物 伐 除 報 告 書 第12条 ( 2-8 ) 20 

身 分 証 明 書 第13条 ( 2-8 ) 21 

土地の登記記録調査表（一覧） 第31条 ( 2-14 ) 22 

土 地 の 登 記 記 録 調 査 表 第31、46条 (2-14,2-20) 23 

建物の登記記録調査表（一覧） 第31条 ( 2-14 ) 24 

建 物 の 登 記 記 録 調 査 表 第31条 ( 2-14 ) 25 

墓 地 管 理 者 調 査 表 第31条 ( 2-14 ) 26 

墓地使用（祭祀）者調査表 第31条 ( 2-14 ) 27 

用地測量(境界確認)立会一覧表 第35条 ( 2-15 ) 28 

立 会 確 認 書 第38条 ( 2-16 ) 29 

取 得 用 地 一 覧 表 第46条 ( 2-20 ) 30 

土 地 現 地 調 査 報 告 書 第50条 ( 2-22 ) 31 

参 考 図 第50条 ( 2-22 ) 32 

附 帯 工 作 物 調 査 表 第76、77、78条 (2-30) 33 

墳 墓 調 査 表 第78条 ( 2-30 ) 34 

立 竹 木 調 査 表 第77、78、79条 (2-30) 35 

用材林管理程度補正判定表 第79、91条 (2-30,2-33) 36 

用 材 林 補 償 額 算 定 書 第79、91条 (2-30,2-33) 37 

計 画 概 要 表 （ 検 討 資 料 ） 第85、109、115条 (2-32,2-40,2-43) 38 
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２）電子納品を行う場合は、別途監督員と協議するものとする。 

(29）「照査」とは、受注者が、発注条件、調査結果等の確認及び解析等の検算をすることをい

う。 

（30）「検査」とは、契約図書に基づき、検査員が地質・土質調査業務の完了を確認することを

いう。 

（31）「打合せ」とは、地質・土質調査業務を適正かつ円滑に実施するために現場代理人等と監

督員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。 

（32）「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した

場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 

（33）「協力者」とは、受注者が地質・土質調査業務の遂行に当たって、再委託する者をいう。 

（34）「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものを

いう。 

（35）「立会」とは、設計図書に示された項目において監督員が臨場し、内容を確認することを

いう。 

（36）「了解」とは、契約図書に基づき、監督員が受注者に指示した処理内容・回答に対して、

理解して承認することをいう。 

（37）「受理」とは、契約図書に基づき、受注者、監督員が相互に提出された書面を受け取り、

内容を把握することをいう。 

第103条 受発注者の責務 

受注者は契約の履行に当たって調査等の意図及び目的を十分に理解したうえで調査等に適用す

べき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。 

受注者及び発注者は、業務の履行に必要な条件等について相互に確認し、円滑な業務の履行に

努めなければならない。

第104条 業務の着手 

受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日（土曜日、日曜日、祝日等（三

重県の休日を定める条例（平成元年三重県条例第２号）第１条に規定する休日（以下「休日等」と

いう。））を除く）以内に地質・土質調査業務に着手し、発注者に届け出をしなければならない。

この場合において、着手とは現場代理人が地質・土質調査業務の実施のため監督員との打合せを行

うことをいう。 

第105条 調査地点の確認 

１ 受注者は調査着手前にその位置を確認しておかなければならない。また、調査地点の標高が

必要な場合は、基準となる点について監督員の承諾を得なければならない。 

２ 受注者は都市部等における調査で地下埋設物（電話線、送電線、ガス管、上下水道管、光ケー

ブルその他）が予想される場合は、監督員に報告し、関係機関と協議の上現地立会を行い、位

置・規模・構造等を確認するものとする。 
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第106条 設計図書の支給及び点検 

１ 受注者からの要求があった場合で、監督員が必要と認めたときは、受注者に図面の原図若し

くは電子データを貸与する。ただし、共通仕様書、各種基準、参考図書等市販されているもの

については、受注者の負担において備えるものとする。 

２ 受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は、監督員に報告し、その指示を

受けなければならない。 

３ 監督員は、必要と認めるときは、受注者に対し、図面又は詳細図面等を追加支給するものと

する。 

第107条 監督員 

１ 発注者は、地質・土質調査業務における監督員を定め、受注者に通知するものとする。 

２ 監督員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行う

ものとする。 

３ 契約書の規定に基づく監督員の権限は、契約書第９条第２項に規定した事項である。 

４ 監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場

合、監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその口頭による指示

等に従うものとする。なお監督員は、その口頭による指示等を行った後７日以内に書面で受注

者に指示するものとする。 

第108条 現場代理人等 

１ 受注者は、地質・土質調査業務における現場代理人及び主任技術者を定め、発注者に現場代

理人等選任（変更）通知書を提出するものとする。なお、現場代理人、主任技術者は、これを

兼ねることができるものとする。また、本通知書をもって、契約書第10条第１項にいう通知が

あったものとみなす。 

２ 契約書第10条に定める管理技術者は、現場代理人等として読み替えるものとする。なお、契

約書第10条第２項に定める管理技術者の権限は、現場代理人が有するものとする。 

３ 主任技術者は、「三重県測量・調査業務委託に係る資格者認定基準」で定める資格保有者で

あり、業務の履行に必要な知識と経験を有する技術者とし、日本語に堪能でなければならない。 

４ 現場代理人等は、監督員が指示する関連のある地質・土質調査業務の受注者と十分に協議の

上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。 

５ 主任技術者は、契約図書等に基づき、地質・土質調査業務に関する技術上の管理を行うもの

とする。 

６ 現場代理人は、使用人等の雇用条件、賃金の支払い状況、作業環境等を十分に把握し、適正

な労働条件を確保しなければならない。 

７ 現場代理人は、屋外における地質・土質調査業務に際しては使用人等に適宜、安全対策、環

境対策、衛生管理、受注者が行うべき地元関係者に対する応対等の指導及び教育を行うととも
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に地質・土質調査業務が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。  

８　主任技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等

　やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発

　注者の承諾を得なければならない。 



第109条 照査の実施 

第110条 担当技術者 

１ 受注者は、業務の実施に当たって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を

監督員に提出するものとする。（主任技術者と兼務するものを除く） 

 なお、担当技術者が複数にわたる場合は、適切な人数とし、８名までとする。 

２ 担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。 

第111条 提出書類 

１ 受注者は、発注者が指定した様式より、契約締結後に関係書類を監督員を経て、発注者に遅

滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託料（以下「委託料」という。）に係る請求

書、請負代金代理受領承諾願、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその

他現場説明の際指定した書類を除く。 

２ 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定

め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければ

ならない。 

３ 契約時又は変更時において委託料が100 万円以上の業務の実績は、以下の各号により登録を

行わなければならない。 

（１）受注者は、業務実績情報システム（テクリス）に基づき、受注・変更・完了時に業務実

績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約締結後15 日（休日等

を除く）以内に、登録内容の変更時は変更があった日から15 日（休日等を除く）以内に、

完了時は業務完了後15 日（休日等を除く）以内に、書面により監督員の確認を受けたうえ

で、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、業務計画書に

示した技術者とする（担当技術者の登録は８名までとする）。

また、受注者は、登録機関に登録後、テクリスより「登録内容確認書」をダウンロード

し、直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が15 日間（休日

等を除く）に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。 

　また、本業務の完了後において訂正または削除する場合においても、速やかに発注者の

確認を受けた上で、登録機関に登録申請し、登録後にはテクリスより「登録内容確認書」

をダウンロードし、発注者に提出しなければならない。
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１ 受注者は、業務の実施に当たり、照査を適切に実施しなければならない。

２　設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合は、下記に示す内容によるものとする。
（１）受注者は、設計業務等における照査技術者を定め、発注者に通知するものとする。
（２）照査技術者は、技術士（総合技術監理部門（業務に該当する選択科目）又は業務に該当する
　　部門）又は業務の履行に必要な知識（同等の能力）と経験を有する技術者（技術管理者）ある
　　いはＲＣＣＭの資格保有者であり、日本語に堪能でなければならない。なお、設計図書で定め
　　のある場合はこの限りではない。
（３）照査技術者は、照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければな
　　らない。
（４）照査技術者は、設計図書に定める又は監督員の指示する業務の節目毎にその成果の確認を行
　　うとともに、成果の内容については、受注者の責において照査技術者自身による照査を行わな
　　ければならない。
（５）照査技術者は、特記仕様書に定める照査報告毎における照査結果の照査報告書及び報告完了
　　時における全体の照査報告書をとりまとめ、照査技術者の責において署名捺印のうえ主任技術
　　者に提出するものとする。

３　照査技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等や
　むをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者
　の承諾を得なければならない。



（３）孔内原位置試験データ 

第112条 打合せ等 

１ 地質・土質調査業務を適正かつ円滑に実施するため、現場代理人と監督員は常に密接な連絡

をとり、業務の実施方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注

者が書面（記録簿）に記録し、相互に確認しなければならない。 

２ 地質・土質調査業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、現場代理人と監督

員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が書面（記録簿）に記録し相互に確認し

なければならない。 

３ 現場代理人は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は速やかに監督員と協議

するものとする。 

第113条 業務計画書 

１ 受注者は、契約締結後14日（休日等を含む）以内に業務計画書を作成し、監督員に提出しな

ければならない。 

２ 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。 

（１）業務概要 

（２）実施方針 

（３）業務工程表 

（４）業務組織計画 

（５）打合せ計画 

（６）成果物の内容、部数 

（７）使用する主な図書及び基準 

（８）連絡体制（緊急時を含む） 

（９）使用機械の種類、名称、性能（一覧表にする） 

（10）仮設備計画 

（11）その他 
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（２）農林水産部が所掌する農業農村整備事業の業務は、前号によらず、農業農村整備事業測

量調査設計業務実績情報サービス（ＡＧＲＩＳ）に基づき、受注・変更・完了時に登録デー

タを作成し、受注時は契約締結後15日（休日等を除く）以内に、登録内容の変更時は変更

があった日から15 日（休日等を除く）以内に、完了時は業務完了後15 日（休日等を除

く）以内に、監督員に電子メールで送信し承認を受けるものとする。なお、登録できる技

術者は、業務計画書に示した技術者とする（担当技術者の登録は８名までとする）。

　また、後日、登録機関から電子メールで送信される、「ＡＧＲＩＳ登録結果通知」を監

督員に提出するものとする。なお、変更時と完了時の間が15 日間（休日等を除く）に満た

ない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。  

ただし、受注者が公益法人の場合はこの限りではない。 

４ 受注者は、地質調査資料整理要領（案）に基づき下記の成果を作成し、監督員の確認を受けた

　後に（公財）三重県建設技術センターへ電子媒体により提出するものとする。

（１）ボーリング及び標準貫入試験のデータ

（２）土質試験データ

　　ただし、受注者が公益法人の場合はこの限りではない。



傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 

４ 受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。 

第115条 関係官公庁への手続き等 

１ 受注者は、地質・土質調査業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続き

の際に協力しなければならない。また受注者は、地質・土質調査業務を実施するため、関係官

公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。 

２ 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告し協議す

るものとする。 

第116条 地元関係者との交渉等 

１ 契約書第12条に定める地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は監督員が行うものとする

が、監督員の指示がある場合は、受注者はこれに協力するものとする。これらの交渉に当たり、

受注者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。 

２ 受注者は、地質・土質調査業務の実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する

説明等を求められた場合は、監督員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争

が生じないように努めなければならない。 

３ 受注者は、設計図書の定め、あるいは監督員の指示により受注者が行うべき地元関係者への

説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を随時、監督員に報告し、指示があればそれに

従うものとする。 

４ 受注者は、地質・土質調査業務の実施中に発注者が地元協議等を行い、その結果を条件とし

て業務を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に立会するとともに、

説明資料及び記録の作成を行うものとする。 

５ 受注者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要が生じた場合に

は、指示に基づいて、変更するものとする。 

なお、変更に要する期間及び経費は、発注者と協議のうえ定めるものとする。 
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３ 受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合には、理由を明確にしたうえで、その都

度監督員に変更業務計画書を提出しなければならない。 

４ 監督員の指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画に係る資料を提出しなけ

ればならない。 

第114条 資料等の貸与及び返却 

１ 監督員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸与するものとする 

２ 受注者は、貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合はただちに監督員に返却

するものとする。 

３ 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い損傷してはならない。万一、損

※　業務組織計画には、業務内容とその担当者名等を記入すること。

　　（２）実施方針又は（11）その他には、第132条個人情報の取扱い、第133条安全等の確保

　及び第137条に関する行政情報流出防止対策に関する事項も含めるものとする。

　　また、土地への立ち入り等を実施する場合には、地元関係者等から業務に関する質疑等の

　応答を求められた時の対応及び連絡体制を記載するものとする。

　　なお、受注者は設計図書において照査技術者による照査が定められている場合は、業務計

　画書に照査技術者及び照査計画について記載するものとする。



様書に示す外は監督員と協議により定めるものとする。 

４ 受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願いを発注者

に提出し身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければなら

ない。なお、受注者は、立入り作業完了後10日以内（休日等を除く）に身分証明書を発注者

に返却しなければならない。 

第118条 成果物の提出 

１ 受注者は地質・土質調査業務が完了したときは、設計図書に示す成果物を委託業務完了報告

書とともに提出し、検査を受けるものとする。 

２ 受注者は、設計図書に定めがある場合、又は監督員の指示する場合は履行期間途中において

も、成果物の部分引渡しを行うものとする。 

３ 受注者は、成果物において使用する計量単位は、国際単位系（ＳＩ）を使用するものとする。 

４ 受注者は、特記仕様書に電子納品の定めがある場合、又は監督員の指示、又は承認を受けた

場合は、三重県ＣＡＬＳ電子納品運用マニュアル（以下「マニュアル」という。）に基づき成

果を電子記憶媒体にして提出するものとする。 

「マニュアル」で特に記載が無い項目については、監督員と協議のうえ決定するものとする。

また、成果物を紙で提出する場合は、原則として両面コピーとする。 

第119条 関連法令及び条例の遵守 

１ 受注者は、地質・土質調査業務の実施に当たっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守

しなければならない。 

第120条 検査 

１ 受注者は、契約書第31条第１項の規定に基づき、委託業務完成報告書を発注者に提出する際

には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出していなけれ

ばならない。 

２ 発注者は、地質・土質調査業務の検査に先立って受注者に対して書面をもって検査日を通知

するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するととも

に、屋外で行う検査においては、必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。こ

の場合検査に要する費用は受注者の負担とする。 

３ 検査員は、監督員及び現場代理人等の立会の上、次の各号に掲げる検査を行うものとする。 
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第117条 土地への立入り等 

１ 受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入

る場合は、契約書第13条の定めに従って、監督員及び関係者と十分な協調を保ち地質・土質調

査業務が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地へ

の立入りが不可能となった場合には、ただちに監督員に報告し指示を受けなければならない。 

２ 受注者は、地質・土質調査業務実施のため植物伐採、垣、柵等の除去又は土地もしくは工作

物を一時使用する時は、あらかじめ監督員に報告するものとし、報告を受けた監督員は当該土

地所有者及び占有者の許可を得るものとする。 

なお、第三者の土地への立ち入りについて、当該土地所有者への許可は発注者が得るものと

するが、監督員の指示がある場合には受注者はこれに協力しなければならない。  

３ 受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、特記仕



第121条 修補 

１ 受注者は、修補は速やかに行わなければならない。 

２ 検査員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて修補を指示す

ることができるものとする。ただし、その指示が受注者の責に帰すべきものでない場合は異議

申し立てができるものとする。 

３ 検査員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査員の指示に従うものとす

る。 

４ 検査員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約書第31条第２項

の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。 

第122条 条件変更等 

１ 監督員が、受注者に対して地質・土質調査業務内容の変更又は設計図書の訂正（以下「地質・

土質調査業務の変更」という。）の指示を行う場合は、書面（委託業務打合せ簿）によるもの

とする。 

２ 受注者は、設計図書で明示されていない履行条件について予期できない特別な状態が生じた

場合、直ちにその旨を監督員に報告し、その確認を求めなければならない。なお、「予期する

ことができない特別の状態」とは以下のものをいう。 

（１）第117条第１項に定める現地への立入りが不可能となった場合。 

（２）その他、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合。 

第123条 契約変更 

１ 発注者は、次の各号に掲げる場合において、地質・土質調査業務の契約の変更を行うものと

する。 

（１）地質・土質調査業務内容の変更により委託料に変更を生じる場合 

（２）履行期間の変更を行う場合 

（３）監督員と受注者が協議し、地質・土質調査業務施行上必要があると認められる場合 

（４）契約書第30条の規定に基づき委託料の変更に代える設計図書の変更を行う場合 

２ 発注者は、前項の場合において変更する契約図書を、次の各号に基づき作成するものとする。 

（１）第122条の規定に基づき監督員が受注者に指示した事項 

（２）地質・土質調査業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項 

（３）その他発注者又は監督員と受注者との協議で決定された事項 

第124条 履行期間の変更 

１ 発注者は、受注者に対して地質・土質調査業務の変更の指示を行う場合において履行期間変

更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。 

２ 発注者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び地質・土質調査業務の一時

中止を指示した事項であっても残履行期間及び残業務量等から履行期間の変更が必要でない

と判断した場合は、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。 
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（２）地質・土質調査業務管理状況の検査 

地質・土質調査業務の状況について、書類、記録及び写真等により検査を行う。 

なお、電子納品の検査時の対応については「マニュアル」によるものとする。 

（１）地質・土質調査業務成果物の検査 



３ 受注者は、契約書第22条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行

期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を発注者に提

出しなければならない。 

４ 契約書第23条に基づき発注者の請求により履行期間を短縮した場合には、受注者は、速やか

に業務工程表を修正し、提出しなければならない。 

第125条 一時中止 

１ 契約書第20条第１項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に

通知し、必要と認める期間、地質・土質調査業務の全部又は一部を一時中止させることがで

きるものとする。 

なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又

は人為的な事象（以下「天災等という。」）による地質・土質調査業務の中断については、第

134条臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。 

（１）第三者の土地への立入り許可が得られない場合 

（２）関連する他の業務等の進捗が遅れたため、地質・土質調査業務の続行を不適当と認めた

場合 

（３）環境問題等の発生により地質・土質調査業務の続行が不適当又は不可能となった場合 

（４）天災等により地質・土質調査業務の対象箇所の状態が変動した場合 

（５）第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに監督員の安全確保のため必要があると認

めた場合 

 （６）前各号に掲げるもののほか、発注者が必要と認めた場合 

２ 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要

と認めた場合には地質・土質調査業務の全部又は一部の一時中止を命ずることができるものと

する。 

３ 前２項の場合において、受注者は屋外で行う地質・土質調査業務の現場の保全については、

監督員の指示に従わなければならない。 

第126条 発注者の賠償責任 

 発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 

（１）契約書第27条に規定する一般的損害、契約書第28条に規定する第三者に及ぼした損害につい

て、発注者の責に帰すべき損害とされた場合 

（２）発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合 

第127条 受注者の賠償責任 

 受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。  

（１）契約書第27条に規定する一般的損害、契約書第28条に規定する第三者に及ぼした損害につい

て、受注者の責に帰すべき損害とされた場合 

（２）契約書第40条に規定する瑕疵責任に係る損害 
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（３）受注者の責により損害が生じた場合 

第128条 部分使用 

１ 発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第33条の規定に基づき、受注者に対して

部分使用を請求することができるものとする。 

（１）別途地質・土質調査業務等の使用に供する必要がある場合 

（２）その他特に必要と認められた場合 

２ 受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものとする。 

第129条 再委託 

１ 契約書第７条第１項に規定する「主たる部分」とは次の各号に掲げるものをいい受注者は、

これを再委託することはできない。 

（１）調査業務（機械ボーリングも含む）における総合的企画、業務遂行管理及び技術的判断 

（２）解析業務における手法の決定及び技術的判断 

２ 契約書第７条第３項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コピー、ワープロ、印刷、製

　本、速記録の作成、トレース、模型製作、計算処理（単純な電算処理に限る）、データ入力、

　アンケート票の配布、資料の収集・単純な集計、電子納品の作成作業、その他特記仕様書に定

　める事項とする。

３ 受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得

　なければならない。 

４ 受注者は、地質・土質調査業務を再委託に付する場合、書面より協力者との契約関係を明確

にしておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに地質・土質調査業務を実施しな

ければならない。 

 なお、協力者は、三重県の入札参加資格者名簿（測量・建設コンサルタント等）に登録さ

れている者である場合、指名停止期間中であってはならない。 

第130条 成果物の使用等 

１ 受注者は、契約書第６条第５項の定めに従い、発注者の承諾を得て単独で又は他の者と共同

で、成果物を発表することができる。 

２ 受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている地質・土質調査方法等の

使用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書第８条に基づき発注者に求める場

合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を受けなければならない。 

第131条 守秘義務 

１ 受注者は、契約書第１条第５項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏

らしてはならない。 

２．受注者は、当該業務の結果（業務処理の過程において得られた記録等を含む。）を第三者に

閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たとき

はこの限りではない。 

３．受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を第113条に示す業
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第137条 行政情報流出防止対策の強化 

１ 受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとり、第113
　条で示す業務計画書に流出防止策を記載するものとする。

２ 受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。 

（関係法令等の遵守） 

行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示する事項を

遵守するものとする。 

（行政情報の目的外使用の禁止） 

受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以外に使用

してはならない。 

（社員等に対する指導） 

（１）受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働

者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員（以下「社員等」という。）に対し行

政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。 

（２）受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。 

（３）受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、協力者に対し本規

定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。 

（契約終了時等における行政情報の返却） 

受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報（発注者の許可を得て複製した

行政情報を含む。以下同じ。）については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において発

注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。本業務の実施におい

て付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。 

（電子情報の管理体制の確保） 

（１）受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者（以下「情報管理責任者」という。）

を選任及び配置し、第113条で示す業務計画書に記載するものとする。。 

（２）受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。 

イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策 

ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策 

ハ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策 

（電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保) 

受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。 

イ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用 

ロ  セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用 

ハ  セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存 

ニ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送 

ホ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送 

（事故の発生時の措置） 

（１）受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事
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故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。 

（２）この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、

事故の再発防止の措置を講ずるものとする。 

３ 発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ報告を求め、検査確認を行う

場合がある。 

第２章 機械ボーリング 

第201条 目的 

機械ボーリングは、主として土質及び岩盤を調査し、地質構造や地下水位を確認するとともに必

要に応じて試料を採取し、あわせて原位置試験を実施するために行うことを目的とする。 

第202条 土質の分類 

土質の分類は、JGS0051（地盤材料の工学的分類方法）によるものとする。 

第203条 調査等 

１ ボーリング機械は、回転式ボーリング機械を使用するものとし、所定の方向、深度に対して十

分余裕のある能力を持つものでなければならない。 

２ ボーリング位置、深度及び数量 

（１）ボーリングの位置・方向・深度・孔径及び数量については設計図書によるものとする。 

（２）現地におけるボーリング位置の決定は、原則として監督員の立会のうえ行うものとし、後

日調査位置を確認できるようにしなければならない。 

３ 仮設 

足場、やぐら等は作業完了まで資機材類を安定かつ効率的な作業が行える状態に据付るととも

に、資機材類についても安全かつ使いやすい位置に配置し、ボーリングや原位置試験等に要する

作業空間を良好に確保するよう設置しなければならない。 

４ 掘進 

（１）孔口はケーシングパイプ又はドライブパイプで保護するものとする。 

（２）崩壊性の地層に遭遇して掘進が不可能になる恐れのある場合は、泥水の使用、もしくはケ 

ーシングパイプの挿入により孔壁の崩壊を防止しなければならない。 

（３）原位置試験、サンプリングの場合はそれに先立ち、孔底のスライムをよく除去するものと

する。 

（４）掘進中は掘進速度、湧水・逸水量、スライムの状況等に注意し、変化の状況を記録しなけ

ればならない。 

（５）未固結土で乱れの少ない試料採取を行う場合には、土質及び締まり具合に応じたサンプラー

　　　を用い、採取率を高めるように努めなければならない。 
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（６）孔内水位は、毎作業日、作業開始前に観測し、観測日時を明らかにしておかなければなら

ない。 

（７）岩盤ボーリングを行う場合は、原則としてダブルコアチューブを用いるものとし、コア

チューブの種類は岩質に応じて適宜使い分けるものとする。 

（８）コアチューブはコアの採取毎に水洗いして、残渣を完全に除去しなければならない。 

（９）掘進中は孔曲がりのないように留意し岩質、割れ目、断層破砕帯、湧水漏水等に充分注意

しなければならない。特に湧水については、その量のほか、必要があれば水位（被圧水頭）

を測定するものとする。 

（10） 試料を採取するオールコアボーリング※１の場合は、詳細な地質状況の把握が行えるよう、

観察に供するコアを連続的に採取することとする。 

試料を採取しない場合はノンコアボーリング※２を行うこととする。 

ノンコアボーリング又はオールコアボーリングの適用は設計図書に明示するものとする。 

※１ オールコアボーリングとは、観察に供するコアを連続的に採取するボーリングで、

試料箱（コア箱）に納め、採取したコアを連続的に確認し、詳細な地質状況の把握が

可能なものをいう。 

※２ ノンコアボーリングとは、コアを採取しないボーリングで、標準貫入試験及びサン

プリング（採取資料の土質試験）等の併用による地質状況の把握が可能なものをいう。 

５ 検尺 

（１）予定深度の掘進を完了する以前に調査の目的を達した場合、又は予定深度の掘進を完了し

ても調査の目的を達しない場合は、監督員と協議するものとする。 

（２）掘進長の検尺は、調査目的を終了後、原則として監督員が立会のうえロッドを挿入した状

態で残尺を確認した後、ロッドを引き抜き全ロッド長の確認を行うものとする。 

６ その他 

採取方法及び採取深度を決定するために行う先行ボーリングを実施する場合は、設計図書に明示

するものとする。 

第204条 成果物 

成果物は、次のものを提出するものとする。 

（１）調査位置案内図・調査位置平面図・土質又は地質断面図（着色を含む） 

（２）作業時の記録及びコアの観察によって得た事項は、マニュアルに従い柱状図に整理し提出

するものとする。 

（３）採取したコアは標本箱に収納し、調査件名・孔番号・深度等を記入し提出しなければなら

ない。なお、未固結の試料は、１ｍ毎又は各土層ごとに標本ビンに密封して収納するもの

とする。 

（４）コア写真は、調査件名、孔番号、深度等を明示して撮影（カラー）し、整理するものとす

る。 
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第４章 サウンディング 

第１節 標準貫入試験 

第401条 目的 

１ 標準貫入試験は、原位置における地盤の硬軟や、締まり具合の相判定、及び土層構成を把握す
　るための試料採取することを目的とする。

第402条 試験等 

１ 試験方法及び器具は、JIS A 1219（標準貫入試験方法）によるものとする。 

２ 試験の開始深度は、設計図書によるものとする。 

３ 試験は、原則として１ｍごとに実施すること。ただしサンプリングする深度、本試験が影響す

ると考えられる原位置試験深度はこの限りではない。 

４ 打込完了後ロッドは１回転以上してからサンプラーを静かに引上げなければならない。 

５ サンプラーの内容物は、スライムの有無を確認して採取長さを測定し、土質・色調・状態・混

入物等を記録した後、保存しなければならない。 

第403条 成果物 

試験結果及び保存用試料は、JIS A 1219（標準貫入試験方法）及びマニュアルに従って整理し提

出するものとする。 

第２節 スウェーデン式サウンディング試験 

第404条 目的 

スウェーデン式サウンディング試験は、深さ10m程度の軟弱地盤における土の静的貫入抵抗を測

定し、その硬軟若しくは締まり具合又は土層の構成を判定することを目的とする。 

第405条 試験等 

１ 試験方法及び器具は、JIS A 1221（スウェーデン式サウンディング試験方法）によるものとす

る。 

２ 試験中、スクリューポイントの抵抗と貫入中の摩擦音等により土質を推定し、可能な場合は、

土質名とその深度を記録するものとする。 

３ 試験中、目的の深度に達する前までに、礫などにあたり試験が不可能になった場合は監督員と

協議しなければならない。 

４ 試験終了後、地下水が認められた場合は、可能な限り水位を測定し記録するものとする。 
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によるものとする。 

４ 湧水圧による岩盤の透水試験（J.F.T) 

岩盤の試験対象区間とその区間をパッカーおよびトリップバルブによって大気から遮断してお

き、大気圧下に開放した後に測定管内を上昇する地下水の上昇速度と最高静水位から測定間隔で

の水頭及び換算透水係数を求めるもので、調査方法は、JGS1321（孔内水位回復法による岩盤の透

水試験方法）によるものとする。  

５ 地下水流動調査 

トレーサーや電位差を利用して、地下水の流下経路、流速を求めるものとする 

第904条 移動変形調査 

１ 変位杭による調査 

基準杭、変位杭を設置し測量を実施して、地すべり活動による地表面の移動量を把握する。 

２ 伸縮計による調査 

（１）地すべり地頭部、末端部等に伸縮計を設置し、地表面の経時的変化量を測定して、地すべ

りの変動状況を確認するものとする。 

（２）調査方法については、JGS1725（伸縮計を用いた地表面移動量測定方法）によるものとする。 

３ 傾斜計による調査 

（１）地すべりによる地表面の傾斜変動を測定し、地すべりの変動状況を確認するものとする。 

（２）水管式地盤傾斜計を用いて調査する場合は、JGS1721（水管式地盤傾斜計を用いた地表面の

傾斜変動量測定方法）によるものとする。 

４ パイプ式歪計による調査 

パイプ式歪計は、外径48～60mmの塩ビ管外周軸方向で、直交する２方向、又は、１方向にペー

パーストレーンゲージを1.0m間隔に装置したものをボーリング孔に設置し、ゲージの歪量を測定

し、すべり面の位置、すべり方向を確認するものとする。 

５ 挿入式孔内傾斜計による調査 

挿入式孔内傾斜計は、削孔したボーリング孔に溝付の塩ビ管、あるいはアルミケーシングパイ

プを地表面から不動層まで埋設した後、プローブに取付けられた車輪をパイプの溝に合わせて降

下して0.5mあるいは1.0m毎にパイプの傾きを検出し、指示計に表示される傾き量を読みとるもの

で、地すべりの滑動によるすべり面位置の確認やすべり方向、変位量を算出するものとする。 

第905条　雨量観測 

地すべりの変動と降雨量との相関関係を把握するために、降雨量を計測する。計測には、測

量結果を自動転送する機能を有した雨量計の使用を標準とする。
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第906条 解析 

１ 地盤特性検討 

基礎地盤調査資料並びに移動変形調査から、「地すべり規模」、「地形特性」、「地質特性」、

「地下構造特性」、「地下水特性」等、総合的に対象地域の地盤特性を明らかにし、「安定解析」、

「機構解析」、「対策工法の選定」に関わる基本的な地盤の定数、条件を検討するものとする。 



３ 安定解析 

地すべり運動方向に設けた測線の地すべり断面について、安定計算を行い、地すべり斜面の安

定度を計算するものとする。 

第907条 対策工法選定 

機構解析、安定解析及びその他の調査結果を基に、各種対策工法より、最も効果的かつ経済的な

対策工法を選定するものとする。(詳細設計は含まない) 

第908条 報告書作成 

業務の目的を踏まえ、業務の各段階で作成された成果を基に、業務の方法、検討過程、結論につ

いて記した報告書を作成するものとする。 

第10章 地形・地表地質踏査 

第1001条 目的 

１ 地形・地表地質調査は、地表で見られる自然地形・改変地形、岩石や地層の性状を観察し、調

査地域の地層分布や地質構造、さらに地山の安定性、地表水・地下水の状況などの広範囲な地質

に関する諸情報を把握することを目的とする。 

２ 適用範囲は、ダム調査に係わる地形・地表地質調査を除くものとする。 

第1002条 業務内容 

１ 計画準備 

業務の目的を把握したうえで、特記仕様書に示す業務内容を確認し、業務計画書を作成すると

ともに、調査用基図の調整、空中写真等入手手続きを行う。 

２ 既存資料調査 

対象地域の地形・地質・地表水･地下水・災害・工事履歴等に関する既存資料を収集･整理する。 

３ 空中写真判読 

隣り合わせの２枚の空中写真を実体鏡によって実体視して、旧河道・後背地、谷底平野、崖、

鞍部等の分布状況、谷・尾根の分布パターンや写真の濃淡などを注意深く判読し、これらの情報

から、土石流堆積地、断層、地すべり等の分布域を推定するものとする。 

４ 現地踏査 

（１）調査地域内を踏査して、既往資料・地形図および空中写真判読で得られた軟弱地盤、土石

流堆積地、断層地形、地すべり等の地形的な特徴・性状を観察するものとする。 

（２）現地調査の際には、地質に関する既往資料・地形図などにより人工構造物・改変地形の状

況、広域的な地質情報を把握しておくとともに、岩石・地層の分布、地質構造、断層破砕

帯、風化、変質、地山の安定性、地表水・地下水等の状況を詳細に観察するものとする。 
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２　機構解析地形、地質、地盤構造から推定される素因、さらに移動変形、地下水、人為的な誘因

　等と、安定計算結果から総合的に判断して地すべり運動機構と地すべり発生原因を解明するもの

　とする。 
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（８）「必要な知識と経験を有する技術者」とは、設計業務等に関する技術上の知識を有する者で、

特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。

（９）「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。

（10）「契約書」とは、「三重県建設工事執行規則の施行に関し必要な書類の様式を定める要項」に

基づいて作成された書類をいう。

（11）「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答

書をいう。

（12）「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書（これらにおいて明記されている適用すべき諸

基準を含む）を総称していう。

（13）「共通仕様書」とは、各設計業務等に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。 

（14）「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該設計業務等の実施に関する明細又は特別な

事項を定める図書をいう。

（15）「数量総括表」とは、設計業務等に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。 

（16）「現場説明書」とは、設計業務等の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務等

の契約条件を説明するための書類をいう。

（17）「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回

答する書面をいう。

（18）「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図

面及び図面のもとになる計算書等をいう。

（19）「指示」とは、監督員が受注者に対し、設計業務等の遂行上必要な事項について書面をもっ

て示し、実施させることをいう。

（20）「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもっ

て行為、あるいは同意を求めることをいう。

（21）「通知」とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員

に対し、設計業務等に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。

（22）「報告」とは、受注者が監督員に対し、設計業務等の遂行に係わる事項について、書面をもっ

て知らせることをいう。

（23）「申出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、発注者に対して書面をもっ

て同意を求めることをいう。

（24）「承諾」とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た設計業務等の遂行上必要な事項につ

いて、監督員が書面により業務上の行為に同意することをいう。

（25）「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 

（26）「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 

（27）「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合

議することをいう。

（28）「提出」とは、受注者が監督員に対し、設計業務等に係わる事項について書面又はその他の

資料を説明し、差し出すことをいう。

（29）「提示」とは、受注者が監督員または検査員に対し業務に係わる書面またはその他の資料
　　を示し、説明することをいう。
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のを有効とする。

１）緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールにより伝達できるものとするが、後

日書面と差し換えるものとする。

２）電子納品を行う場合は、別途監督員と協議するものとする。

（31）「照査」とは、受注者が、発注条件、設計の考え方、構造細目等の確認及び計算書等の検算

をすることをいう。

（32）「検査」とは、契約図書に基づき、検査員が設計業務等の完了を確認することをいう。 

（33）「打合せ」とは、設計業務等を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督員が面談

により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。

（34）「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場

合に受注者が行うべき訂正，補足その他の措置をいう。

（35）「協力者」とは、受注者が設計業務等の遂行に当たって、再委託する者をいう。 

（36）「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものをい

う。

（37）「了解」とは、契約図書に基づき、監督員が受注者に指示した処理内容・回答に対して、理

解して承認することをいう。

（38）「受理」とは、契約図書に基づき、受注者、監督員が相互に提出された書面を受け取り、内

容を把握することをいう。

第 1103 条 受発注者の責務 

受注者は契約の履行に当たって業務等の意図及び目的を十分理解したうえで業務等に適用すべ

き諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。

受注者及び発注者は、業務の履行に必要な条件等について相互に確認し、円滑な業務の履行に

努めなければならない。

第 1104 条 業務の着手 

受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日（土曜日、日曜日、祝日等（三

重県の休日を定める条例（平成元年三重県条例第２号）第１条に規定する休日（以下「休日等」と

いう。））を除く）以内に設計業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理

技術者が設計業務等の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。

第 1105 条 設計図書の支給及び点検 

１ 受注者からの要求があった場合で、監督員が必要と認めたときは、受注者に図面の原図若しく

は電子データを貸与する。ただし、共通仕様書、各種基準、参考図書等市販されているものにつ

いては、受注者の負担において備えるものとする。

２ 受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は、監督員に報告し、その指示を

受けなければならない。

３ 監督員は、必要と認めるときは、受注者に対し、図面又は詳細図面等を追加支給するものとす

る。
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（30）「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は押印したも



第 1106 条 監督員 

１ 発注者は、設計業務等における監督員を定め、受注者に通知するものとする。

２ 監督員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うも

のとする。

３ 契約書の規定に基づく監督員の権限は、契約書第９条第２項に規定した事項である。

４ 監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、

監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその口頭による指示等に従

うものとする。なお監督員はその口頭による指示等を行った後、後日書面で受注者に指示するも

のとする。

第 1107 条 管理技術者 

１ 受注者は、設計業務等における管理技術者を定め、発注者に管理技術者・照査技術者選任（変

更）通知書を提出するものとする。また、本通知をもって契約書第 10 条第１項にいう通知があっ

たものとみなす。

２ 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。

３ 管理技術者は、「三重県測量・調査業務委託に係る資格者認定基準」で定める資格保有者であり、

業務の履行に必要な知識と経験を有する者とし、日本語に堪能でなければならない。なお、設計

図書で定める場合はこの限りではない。

４ 管理技術者に委任できる権限は契約書第 10 条第２項に規定した事項とする。ただし、受注者

が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に報告しない限り、管理技術者は受注

者の一切の権限(契約書第 10 条第２項の規定により行使できないとされた権限を除く)を有す

るものとされ発注者及び監督員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。

５ 管理技術者は、監督員が指示する関連のある設計業務等の受注者と十分に協議の上、相互に協

力し、業務を実施しなければならない。

６ 管理技術者は、照査結果の確認を行わなければならない。

７　管理技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等や

　むをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者

　の承諾を得なければならない。

８ 管理技術者が県発注業務委託において兼務できる委託業務件数は、2,500 万円以上の設計委託

　業務を３件まで、または2,500 万円未満の設計委託業務は 2,500 万円以上の設計委託業務を含め

　て５件までとする。

なお、測量業務委託の主任技術者を兼ねる場合は測量・設計委託業務を併せ５件までとする。

第 1108 条 照査技術者及び照査の実施 

１ 受注者は、業務の実施にあたり、照査を適切に実施しなければならない。

　　詳細設計においては、成果物をとりまとめるにあたって、設計図、設計計算書、数量計算書等に

　ついて、それぞれ及び相互（設計図－設計計算書間、設計図－数量計算書間等）の整合を確認する

　上で、確認マークをするなどしてわかりすく確認結果を示し、間違いの修正を行うための照査（以

　下、「赤黄チェック」という）を原則として実施する。

　　なお、赤黄チェックの資料は、監督員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
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の限りではない。

（３）照査技術者は、照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければ

ならない。

（４）照査技術者は、設計図書に定める又は監督員の指示する業務の節目毎にその成果の確認を

行うとともに、成果の内容については、受注者の責において照査技術者自身による照査を行
わなければならない。

（５）照査技術者は、成果物納入時の照査報告の際に、赤黄チェックの根拠となる資料を、発注

　　者に提示するものとする（詳細設計に限る）。

（６）照査技術者は、特記仕様書に定める照査報告毎における照査結果の照査報告書及び報告

完了時における全体の照査報告書をとりまとめ、照査技術者の責において署名押印のうえ管

理技術者に差し出すものとする。

第 1109 条 担当技術者 

１ 受注者は、業務の実施に当たって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監

督員に提出するものとする。（管理技術者と兼務するものを除く）

 なお、担当技術者が複数にわたる場合は３名までとする。

２ 担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。

３ 担当技術者は、照査技術者を兼ねることはできない。
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２ 設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合は、下記に示す内容によるものとする。

（１）受注者は、設計業務等における照査技術者を定め、発注者に通知するものとする。

（２）照査技術者は、技術士（総合技術監理部門（業務に該当する選択科目）又は業務に該当

する部門）又は業務の履行に必要な知識（同等の能力）と経験を有する技術者（技術管理者）

あるいはＲＣＣＭの資格保有者でなければならない。なお、設計図書で定めのある場合はこ

３　照査技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等や

　むをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者

　の承諾を得なければならない。

第 1110 条 提出書類 

１ 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督員を経て、発注者に遅

滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託料（以下「委託料」という。）に係る請求書、

請負代金代理受領承諾願、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場

説明の際指定した書類を除く。

２ 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、

提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならな

い。

３ 契約時又は変更時において委託料が 100 万円以上の業務の実績は、以下の各号により登録を行

わなければならない。
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（１）受注者は、業務実績情報システム（テクリス）に基づき、受注・変更・完了時に業務実績

情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約締結後�15 日（休日等を

除く）以内に、登録内容の変更時は変更があった日から�15 日（休日等を除く）以内に、完

了時は業務完了後15 日（休日等を除く）以内に、書面により監督員の確認を受けたうえ

で、登録機関に登録申請しなければならない。なお、Ⓩ㘓࡛ࡁる技術者は、業務計画書に

♧した技術者とする（担当技術者のⓏ㘓は㸶名ま࡛とする）。

また、受注者は、登録機関に登録後、テクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし、

直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が 15 日間（休日等を

除く）に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

（２）農林水産部が所掌する農業農村整備事業の業務は、前号によらず、農業農村整備事業測量

調査設計業務実績情報サービス（ＡＧＲＩＳ）に基づき、受注・変更・完了時に登録データ

　また、ᮏ業務のᚋにおいてゞṇまたは๐㝖する場合においても、㏿ࡸかにⓎ注者の

確ㄆを受けたୖ࡛、Ⓩ㘓ᶵ関にⓏ㘓⏦ㄳし、Ⓩ㘓ᚋにはࢫࣜࢡࢸよりࠕⓏ㘓内容確ㄆ書ࠖ

をࢻ࣮ࣟࣥ࢘ࢲし、Ⓨ注者に提出しなければならない。

　たࡔし、受注者がබ┈ἲ人の場合はこの㝈り࡛はない。

を作成し、受注時は契約締結後�15 日（休日等を除く）以内に、登録内容の変更時は変更が

あった日から�15 日（休日等を除く）以内に、完了時は業務完了後�15 日（休日等を除く）

以内に、監督員に電子メールで送信し承認を受けるものとする。なお、Ⓩ㘓࡛ࡁる技術者

は、業務計画書に♧した技術者とする（担当技術者のⓏ㘓は㸶名ま࡛とする）。

　また、後日、登録機関から電子メールで送信される、「ＡＧＲＩＳ登録結果通知」を監

督員に提出するものとする。なお、変更時と時の㛫が� 1�� ᪥㛫（ఇ᪥等を㝖ࡃ）に‶

たない場合は、変更時の提出を┬␎࡛ࡁるものとする。

　たࡔし、受注者がබ┈ἲ人の場合はこの㝈り࡛はない。

第 1111 条 打合せ等 

１ 設計業務等を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業

務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面（記録簿）

に記録し、相互に確認しなければならない。

２ 設計業務等着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と監督員は打合せ

を行うものとし、その結果について受注者が書面（記録簿）に記録し相互に確認しなければなら

ない。

３ 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は速やかに監督員と協議す

るものとする。



第 1112 条 業務計画書 

１ 受注者は、契約締結後 14 日（休日等を含む）以内に業務計画書を作成し、監督員に提出し

　なければならない。

２ 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。

※　業務組織計画には、業務内容とその担当者名等を記入すること。

　（２）実施方針又は（11）その他には、第1131条個人情報の取扱い、第1132条安全等の確

　　保及び第1136条に関する行政情報流出防止対策に関する事項も含めるものとする。

　　また、土地への立ち入り等を実施する場合には、地元関係者等から業務に関する質疑等

　　の応答を求められた時の対応及び連絡体制を記載するものとする。

　　なお、受注者は設計図書において照査技術者による照査が定められている場合は、業務

　　計画書に照査技術者及び照査計画について記載するものとする。

（１）業務概要

（２）実施方針

（３）業務工程表

（４）業務組織計画

（５）打合せ計画

（６）成果物の品質を確保するための計画

（７）成果物の内容、部数

（８）使用する主な図書及び基準

（９）連絡体制（緊急時含む）

（10）使用する主な機器 

（11）その他 

３ 受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督

　員に変更業務計画書を提出しなければならない。
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第 1113 条 資料の貸与及び返却 

１ 監督員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸与するものとする。

２ 受注者は、貸与された図面及び関係資料等の必要がなくなった場合はただちに監督員に返却す

るものとする。

３ 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い損傷してはならない。万一、損傷

した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。

４ 受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。

第 1114 条 関係官公庁への手続き等 

１ 受注者は、設計業務等の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力

しなければならない。また受注者は、設計業務等を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続

きが必要な場合は、速やかに行うものとする。

２ 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告し協議する

ものとする。

第 1115 条 地元関係者との交渉等 

１ 契約書第 12 条に定める地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は監督員が行うものとする

が、監督員の指示がある場合は、受注者はこれに協力するものとする。これらの交渉に当たり、

受注者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。

２ 受注者は、屋外で行う設計業務等の実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する

説明等を求められた場合は、監督員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争が

生じないように努めなければならない。

３ 受注者は、設計図書の定め、あるいは監督員の指示により受注者が行うべき地元関係者への説

明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を随時、監督員に報告し、指示があればそれに従う

ものとする。

４ 受注者は、設計業務等の実施中に発注者が地元協議等を行い、その結果を設計条件として業務

を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に立会するとともに、説明資

料及び記録の作成を行うものとする。

５ 受注者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要を生じた場合には、

指示に基づいて、変更するものとする。

なお、変更に要する期間及び経費は、発注者と協議のうえ定めるものとする。

第 1116 条 土地への立入り等 

１ 受注者は、屋外で行う設計業務等を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、

契約書第 13 条の定めに従って、監督員及び関係者と十分な協調を保ち設計業務等が円滑に進捗

するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となっ

た場合には、ただちに監督員に報告し指示を受けなければならない。
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２ 受注者は、設計業務等実施のため植物伐採、垣、柵等の除去又は土地もしくは工作物を一時使

用する時は、あらかじめ監督員に報告するものとし、報告を受けた監督員は当該土地所有者及び

占有者の許可を得るものとする。

なお、第三者の土地への立ち入りについて、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとす

るが、監督員の指示がある場合は、受注者はこれに協力しなければならない。

３ 受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、設計図書

に示す外は監督員と協議により定めるものとする。

４ 受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提

出し身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。な

お、受注者は、立入り作業完了後10日以内（休日等を除く）に身分証明書を発注者に返却しなけ

ればならない。 

第 1117 条 成果物の提出 

１ 受注者は設計業務等が完了したときは、設計図書に示す成果物（設計図書で照査技術者による

照査が定められた場合は照査報告書を含む）を委託業務完成報告書とともに提出し、検査を受け

るものとする。

２ 受注者は、設計図書に定めがある場合、又は監督員の指示する場合で同意した場合は履行期間

途中においても、成果物の部分引渡しを行うものとする。

３ 受注者は、成果物において使用する計量単位は、国際単位系（ＳＩ）とする。

４ 受注者は、特記仕様書に電子納品の定めがある場合、又は監督員の指示、又は承認を受けた場

合は、「三重県ＣＡＬＳ電子納品運用マニュアル」（以下「マニュアル」という。）に基づき成果を

電子記憶媒体にして提出するものとする。

「マニュアル」で特に記載が無い項目については、監督員と協議のうえ決定するものとする。

また、成果物を紙で提出する場合は、原則として両面コピーとする。

第 1118 条 関連法令及び条例の遵守 

 受注者は、設計業務等の実施に当たっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければな

らない。

第 1119 条 検査 

１ 受注者は、契約書第 31 条第１項の規定に基づき、委託業務完成報告書を発注者に提出する際

には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出していなければ

ならない。

２ 発注者は、設計業務等の検査に先立って受注者に対して書面をもって検査日を通知するものと

する。

３ 受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、屋外で行う検査においては、必

要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。この場合検査に要する費用は受注者の負

担とする。

４ 検査員は、監督員及び管理技術者の立会の上、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
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期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を発注者に提出

しなければならない。

４ 契約書第 23 条に基づき、発注者の請求により履行期間を短縮した場合には、受注者は、速や

かに業務工程表を修正し提出しなければならない。

第 1124 条 一時中止 

１ 契約書第 20 条第１項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に

通知し、必要と認める期間、設計業務等の全部又は一部を一時中止させるものとする。

なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は

人為的な事象（以下「天災等という。」）による設計業務等の中断については、第1133条臨機の措

置により、受注者は、適切に対応しなければならない。

（１）第三者の土地への立入り許可が得られない場合

（２）関連する他の業務等の進捗が遅れたため、設計業務等の続行を不適当と認めた場合

（３）環境問題等の発生により設計業務等の続行が不適当又は不可能となった場合

（４）天災等により設計業務等の対象箇所の状態が変動した場合

（５）第三者及びその財産、受注者、使用人並びに監督員の安全確保のため必要があると認めた

場合

 （６）前各号に掲げるもののほか、発注者が必要と認めた場合

２ 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と

認めた場合には、設計業務等の全部又は一部を一時中止をさせることができるものとする。

３ 前２項の場合において、受注者は屋外で行う設計業務等の現場の保全については、監督員の指

示に従わなければならない。

第 1125 条 発注者の賠償責任 

発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。

（１）契約書第 27 条に規定する一般的損害、契約書第 28 条に規定する第三者に及ぼした損害につい

て、発注者の責に帰すべき損害とされた場合

（２）発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合

第 1126 条 受注者の賠償責任 

受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。

（１）契約書第 27 条に規定する一般的損害、契約書第 28 条に規定する第三者に及ぼした損害に

ついて、受注者の責に帰すべき損害とされた場合

（２）契約書第 40 条に規定する瑕疵責任に係る損害 

（３）受注者の責により損害が生じた場合
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第 1127 条 部分使用 

１ 発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第 33 条の規定に基づき、受注者に対して

部分使用を請求することができるものとする。

（１）別途設計業務等の使用に供する必要がある場合

（２）その他特に必要と認められた場合

２ 受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものとする。

第 1128 条 再委託 

１ 契約書第７条第１項に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受注者は、

これを再委託することはできない。

（１）設計業務等における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等

（２）解析業務における手法の決定及び技術的判断

３ 受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得な

ければならない。

４ 受注者は、設計業務等を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしてお

くとともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに設計業務等を実施しなければならない。

  なお、協力者は、三重県の入札参加資格者名簿（測量・建設コンサルタント等）に登録されて

いる者である場合、指名停止期間中であってはならない。

第 1129 条 成果物の使用等 

１ 受注者は、契約書第６条第５項の定めに従い、発注者の承諾を得て単独で又は他の者と共同で、

成果物を発表することができる。

２ 受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている設計方法等の使用に関し、

設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書第８条に基づき発注者に求める場合には、第三者

と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を受けなければならない。

第 1130 条 守秘義務 

１ 受注者は、契約書第１条第５項の規定により、設計業務等の実施過程で知り得た秘密を第三者

に漏らしてはならない。

２ 受注者は、当該業務の結果（業務処理の過程において得られた記録等を含む）を第三者に閲覧

させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときはこの

限りではない。

３ 受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を第 1112 条に示す

業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的

に使用してはならない。

４ 受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終
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２　契約書第７条第３項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コピー、ワープロ、印刷、製本、

　速記録の作成、翻訳、トレース、模型製作、計算処理（単純な電算処理に限る）、データ入力、　

アンケート票の配布、資料の収集・単純な集計、電子納品の作成作業、その他特記仕様書に定める　

事項とする。



第 1133 条 臨機の措置 

１ 受注者は、災害防止等のために必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならな

い。また受注者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに監督員に報告しなければなら

ない。

２ 監督員は、天災等に伴い成果物の品質および履行期間の遵守に重大な影響があると認められる

ときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。

第 1134 条 履行報告 

受注者は、契約書第 15 条の規定に基づき、履行状況報告を作成し、監督員に提出しなければな

らない。

第 1135 条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更 

１ 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でその時間を変更

する必要がある場合は、あらかじめ監督員と協議するものとする。

２ 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で、休日等又は

夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督員に提出しなければならない。

第 1136 条 行政情報流出防止対策の強化  

２ 受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。 

（関係法令等の遵守）

行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示する事項を

遵守するものとする。

（行政情報の目的外使用の禁止）

受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以外に使用

してはならない。

（社員等に対する指導）

（１）受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労

働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員（以下「社員等」という。）に対し

行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。

（２）受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。 

（３）受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、協力者に対し本

規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。

（契約終了時等における行政情報の返却）

 受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報（発注者の許可を得て複製し

た行政情報を含む。以下同じ。）については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中におい
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１　受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとり、第1112

　条で示す業務計画書に流出防止策を記載するものとする。



1． 業務目的 

本業務は、計画高水流量を安全に流下させるとともに、安定した河道となるよう、

「中小河川（直轄管理の大規模河川以外の河川）」を対象とした、河道の平面形、縦断

形、横断形等を決定することを目的とする｡ 

2． 業務内容 

(1) 計画準備 

第 2104 条第２項の(1)に準ずるものとする。 

(2) 資料収集整理 

1） 文献調査 

受注者は、業務に必要な文献・資料・既往の類似調査に関する報告書等の収集及

び整理とりまとめを行うものとする。 

なお、収集については、発注者が貸与するもののほか、発注者との協議により、

必要に応じて他機関より収集するものとする。 

2） 資料収集整理 

受注者は、貸与された定期縦横断測量図、ダム堆砂量、水位・流量観測記録、洪

水痕跡資料、河床材料及び砂利採取資料、河川工作物台帳、水利台帳、堤防台帳等

の資料を整理し、検討するものとする。 

なお、整理した資料は、記憶媒体にデ－タ登録するものとする。 

(3) 現地調査 

第 2211 条低水流出解析第 2 項(3)に準ずるものとする。 

(4) 現況河道解析 

受注者は、各河川の状況に応じて河川工作物調査、災害特性調査、河道断面特性の検

討、河床高経年変化調査、洗掘堆積量経年変化調査、ダム堆砂量調査、蛇行特性の検討、

河床材料調査、粗度係数の検討、現況河道の流下能力検討、堤防の安全水位による流下

能力検討、現況河道の流砂特性検討、支川流入状況の実態把握等の調査項目を行い、河

川特性を把握するものとする。
(5) 計画河道の検討 

受注者は、基本方針を検討し、河道計画に必要となる下流端水位、計画河道の粗度係

数を決定し、計画平面形状、計画高水位、計画縦断形状、計画横断形状を定めるものと

する｡また、床止めの位置及び高さについて水理的に検討し、計画上必要な構造物につい

て特に留意する点を検討するとともに計画平面形状、縦断形状、横断形状の妥当性を水

理計算によって検討し、最良案を設定するものとする｡ 

(6) 概算工事費 

受注者は、計画河道について計画横断面図、計画平面図等により、概算工事費を算定

するものとする｡各工事費及び補償費の単価は、発注者と受注者が協議して設定するもの

とする｡ 

(7) 照査 

第 2104 条第２項の(9)に準ずるものとする。 

(8) 報告書作成 

第 2104 条第２項の(10)に準ずるものとする。 

第７節 内水処理計画 

第 2213 条 内水処理計画 

1． 業務目的 

本業務は、内水の発生する地区において、その内水特性を踏まえた適切な内水処理方

式と施設規模を決定することを目的とする。 
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(10)報告書作成 

第 1211 条設計業務の成果に準ずるものとする。 

3． 貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 

(1) 河川計画調査 

(2) 周辺環境調査 

(3) 測量成果 

(4) 地質調査報告書 

(5) その他必要と認めたもの 

第 2310 条 樋門詳細設計 

1． 業務目的 

樋門詳細設計は、予備設計によって選定された樋門形式及び設計図書に示された樋門

形式に対して詳細な設計を行い、工事実施に必要な資料を作成することを目的とする。 

2． 業務内容 

樋門詳細設計の業務内容は、下記のとおりとするが、函渠縦断方向の耐震設計（レベ

ル２）、地震時保有水平耐力法を用いる耐震設計（レベル２）については、別途設計図

書に示される業務内容とする。 

 (1) 設計計画 

第 2104 条第２項の(1)に準ずるものとする。 

(2) 現地踏査 

第 2303 条築堤予備設計第 2 項(2)に準ずるものとする。 

(3) 基本事項の決定 

受注者は、予備設計成果等の貸与資料、設計図書及び指示事項等に基づき、下記の基

本条件等を確認するものとする。 

1） 配置計画（位置及び施設配置等） 

2） 樋門断面（断面及び敷高等） 

3） 基本構造諸元（基礎形式、主要寸法、ゲート形式等） 

4） 操作室形式（構造形式及び主要寸法、景観設計方針等） 

(4) 景観設計 

受注者は、景観について下記の検討を行い、構造設計に反映させるものとする。 

1） 普通の検討 

周辺との調和を考慮した素材・デザインを決定し、詳細設計を行う。 なお、デ

ザイン決定においては、イメージパースを 2案程度提案し、最適案を決定するもの

とする。 

2） 特別の検討 

河川景観、周辺整備計画を基に、地域の特性（歴史的・文化的）背景を整理し、

景観のデザインテーマを基に、3 案程度のイメージパースを作成し、計画案を設定

するとともに、使用する素材について美観性、耐候性、加工性、経済性について比

較検討を行い、決定された最終案に対し詳細設計を行うものとする。 

(5) 構造設計 

1） 設計条件の確認 

受注者は、構造設計に必要な設計条件、荷重条件、自然・地盤条件、施工条件等

の必要項目を設定するものとする。 

2） 基礎工の設計 

受注者は、荷重条件、函体構造形式、地盤対策工等に基づき基礎地盤の沈下を考

慮した「弾性床上の梁」の解析等により、相対沈下量、地盤の降伏変位量等につい

て照査し、函体構造および地盤改良工の仕様を検討するものとする。 
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　なお、柔構造の場合は、相対沈下量、地盤の降伏変位量などを算定した上で地
盤処理工の仕様を決定するものとする。



3） 地盤処理工（置換基礎）の設計 

受注者は、地盤条件、施工条件、周辺に及ぼす影響、経済性等の諸条件を考慮し

て設計を行うものとする。 

4） 本体工の設計 

受注者は、躯体、門柱・操作台、胸壁、翼壁、水叩き、護床工及び沈下・変位・

部材応力等の計測工について検討し、安定計算・構造計算を行い、構造詳細図、配

筋図等を作成するものとする。 

なお、標準設計を採用する場合は、設計図面は標準設計図集より設計条件の該

当する設計図を選定し、その図面上に必要な寸法及び数量等を追加または訂正記入

し、成果図面とするものとする。 

5） ゲート工及び操作室の設計 

受注者は、ゲート工及び操作室について下記事項を決定するものとする。 

① ゲート扉体

荷重・設計条件に基づき、構造計算を行い、一般図を作成するものとする。

② ゲート開閉機設備

開閉機の仕様、形状寸法、配置に関する参考資料を整理し参考図としてまと

めるものとする。なお、操作制御方式の検討、機器配置検討、操作制御設備の
配線図の作成等については別途設計図書に示される業務内容として行うものと
する。 

③ 操作室

決定されたデザインに基づき、関連設備（開閉機、操作盤、照明）の寸法・

配置から基本寸法を決定し、構造計算を行って構造詳細図、配筋図等を作成す

るものとする。 

　なお、外部意匠については、使用素材を決定し、詳細意匠図を作成するもの
とする。

6） 高水護岸・低水護岸及び土工等の設計 

 受注者は、高水護岸・低水護岸及び根固め工、川表取付水路の構造及び使用すべ

き材料の選定と、必要に応じて安定計算、構造計算を行い、平面図、横断図、縦断

図、構造詳細図を作成するものとする。また、掘削、盛土及び埋戻等の土工図を作

成するものとする。 

(6) 施工計画 

受注者は、予備設計の検討結果及びその後の新条件に基づき、当該工事で必要となる

堤防開削、本堤築造及びそれに伴う仮締切の構造・撤去等の工事の順序と施工方法を検

討し、最適な施工計画案を策定するものとし、その主な内容は、下記に示すものとする。 

なお、寸法の表示は、構造物の概要が判断できる主要寸法のみとする。 

1） 施工条件 

2） 施工方法 

3） 掘削計画 

4） 工程計画 

5） 動態観測の方法（計測が必要な場合） 

6） 工事機械、仮設備とその配置 

7） 環境保全対策 

8） 安全対策 

(7) 施工計画（地盤処理工、置換基礎） 

受注者は、地盤処理工、置換基礎の工事順序と施工方法を検討するものとする。また、

樋門が完成した後も地盤沈下や函体応力について計測が必要な場合に監督員と協議し、

計測項目の抽出、計器の選定・配置、管理基準値の設定、データ処理の方法等の計測計

画を立案するものとする。 
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管理橋
管理橋の仕様、形状寸法、設計条件に基づき、構造計算を行い、一般図を作成

④

するものとする。 



⑤ 床固工

⑥ 流末処理工

2) 基礎工設計

受注者は、基礎の支持力及び長期的な湛水の可能性を検討し、パイピング対策

が必要な場合は、その対策工について設計を行う。堰堤が高く、長期的に湛水す

ることが考えられる場合にはコンソリデーショングラウチング及びカーテングラ

ウチング及び置換工等の設計を行い、施設設計図面を作成するものとする。 

3) 景観設計

受注者は、自然と地域に馴染んだ施設の設計を行うものとする。

(5) 施工計画及び仮設構造物設計 

1) 施工計画

受注者は、設計図書に基づき、施工方法、施工順序を考慮し、掘削計画、現場

内道路、コンクリート打設計画の概略施工計画及び資材運搬方法を立案するもの

とする。なお、施工計画書には、環境対策等の設計と不可分な施工上の留意点に

ついて取りまとめ、記載するものとする。 

2) 仮設構造物設計

受注者は、設計図書に基づき、工事施工に必要な河川切り回し計画、仮排水路

の転流工の概略設計を行うものとする。 

(6) 数量計算 

受注者は、第 1211 条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書を

作成するものとする。 

(7) 照査 

受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を

標準として照査を実施するものとする。 

1) 基本事項の決定に際し、実施方針、現地の状況、既存資料等の確認を行い、そ

の内容が適切であるか確認する。 

2) 配置計画諸元、現地条件等の基本事項の整理が終了した段階で、基本事項の運

用と手順を確認する。 

3) 詳細設計に必要な設計細部条件の設計方針・設計手段及び全体一般図について

その妥当性を確認する。 

4) 全ての成果物について正確性、適切性、及び整合性の確認をする。

(8) 総合検討 

受注者は、施設設計について、総合的な検討を行うものとする。 

(9) 報告書作成 

第 4103 条魚類調査第 2項(6)に準ずるものとする。 

3．貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 

(1) 砂防計画資料 

1) 当該流域に関する砂防調査資料

2) 砂防施設配置計画検討資料

3) 既往施設の計画諸元等

4) 砂防堰堤・床固工予備設計資料

(2) 測量調査資料 

1) 地形図（縮尺 1/200～1/1,000）

2) 縦断図（縮尺縦 1/200，横 1/1,000）

3) 堆砂地横断図（縮尺 1/100～1/200）

4) 主・副堰堤縦断図（縮尺 1/100～1/200）

5) 主・副堰堤横断図（縮尺 1/100～1/200）
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3． 貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 

(1) 道路予備設計(Ｂ) 成果一式 

(2) 地質調査成果一式 

(3) 測量成果一式 

第 6408 条 道路詳細設計 

1． 業務目的 

道路詳細設計は、道路予備設計(Ｂ)、或いは同修正設計(Ｂ)で確定した中心線位置、

用地幅杭位置に基づき、第 1206 条設計業務の内容第 4 項に示す業務を行い、工事に必要

な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成するこ

とを目的とする。なお、予備設計で確定すべき要件が確定されていない場合、或いは変

更の必要がある場合は、設計図書に示された設計を行うものとする。 

2． 業務内容 

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、

第 1112 条業務計画書第２項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出す

るものとする。 

(2) 現地踏査 

受注者は、設計に必要な現地状況を把握するために現地踏査を行う。現地踏査では、

予備設計で計画されている構造物等の位置、交差または付替道路、用排水系統等につい

て確認するとともに、当該設計箇所における地形、地質、地物、植生、土地利用状況等

についても確認を行うものとする。 

(3) 平面・縦断設計 

受注者は、平面設計について、実測平面図を用い道路予備設計(Ｂ)、或いは同修正設

計により決定された線形の再確認及び必要に応じた細部検討を行うものとする。縦断設

計は、実測縦断図を用い橋梁、トンネル等の主要構造物の位置、型式、基本寸法を考慮

のうえ縦断線形を決定し、20ｍ毎の測点及び主要点を標準とする測点について計画高計

算を行うものとする。 

(4) 横断設計 

受注者は、実測横断図を用い、地質調査結果に基づき土層線を想定し、法面勾配と構

造を決定し、道路横断の詳細構造を設計するものとする。 

(5) 道路付帯構造物設計 

受注者は、一般構造物［擁壁（小構造物を除く）、函渠、特殊法面保護工、落石防止

工等をいう。］及び、管渠（応力計算が必要なもの）、溝橋、大型用排水路（幅 2ｍ超

かつ延長 100ｍ超）､地下道、取付道路（幅 3ｍ超かつ延長 30ｍ超）側道、階段工（高さ

3ｍ以上）等については、設計図書に基づき現場条件、設計条件に合致するよう設計する

ものとする。なお、一般構造物は、設計図書に基づき第 6424 条一般構造物詳細設計に準

ずるものとする 

(6) 小構造物設計 

受注者は、前項に定める以外で原則として応力計算を必要とせず標準設計図集等から

設計できるもので、石積またはブロック積擁壁、コンクリート擁壁（高さ 2ｍ未満）、

管渠、側溝、街渠、法面保護工、小型用排水路（幅 2ｍ以下または延長 100m 以下）、集

水桝、防護柵工、取付道路（幅 3ｍ以下または延長 30ｍ未満）、階段工（高さ 3ｍ

未満）等を設計するものとする（照明施設は除く）。なお、必要に応じ展開図を作成す

るものとする。 

(7) 仮設構造物設計 
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標準横断図は、本線、変速車線、ノーズ部分、施設部等各々について作成するも

のとする。 

4） 横断図 

実測横断面図に基づき、横断勾配（施設内、道路部）、水路、用地幅杭など記入

する。 

5） 詳細図 

標準設計図集以外の小構造物を使用する場合は、構造寸法及び数量表を記入した

詳細図を作成するものとする。 

(9) 数量計算 

受注者は、第 1211 条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書を作成

するものとする。 

(10)照査 

発注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。

なお、照査項目は第 6408 条道路詳細設計第 2項の(13)に準ずるものとする。 

(11)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1211 条設計業務の成果に準じて報告書を作成するも

のとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した、設計概要書を作

成するものとする。 

1） 設計条件 

2） 計画の経緯 

3） 諸施設規模決定根拠 

4） その他留意事項 

3． 貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 

(1) 道路休憩施設予備設計成果一式 

(2) 道路詳細設計成果一式 

(3) 地質調査成果一式 

(4) 測量成果一式 

第７節 一般構造物設計 

第 6422 条 一般構造物の区分 

1． 一般構造物設計は以下の区分により行うものとする。 

(1) 一般構造物予備設計 

(2) 一般構造物詳細設計 

(3) 落石防護柵詳細設計 

(4) 一般構造物基礎工詳細設計 

第 6423 条 一般構造物予備設計 

1． 業務目的 

道路設計に伴い新たに一般構造物を新設する場合、地形・地質・立地条件等の基本条

件と整合を図り、構造性・施工性・維持管理・経済性の観点から、以下に示す構造物毎

に構造形式の比較検討を行い、最適形式と基本構造諸元を決定することを目的とする。

なお 4)の覆工に関して、受注者は設計図書により与えられる対象の覆工と荷重の規模に

基づき実施するものとする。又、受注者は 2)の擁壁・補強土工・Ｕ型擁壁及び、3)法

面工に関して、スベリ安定解析が必要となる場合にはその旨を監督員に報告すると共に、

指示を受けるものとする。 
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発注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。

なお、照査項目は第 6424 条一般構造物詳細設計第 2 項の(9)に準ずるものとする。 

(8) 報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1211 条設計業務の成果に準じて報告書を作成するも

のとする。 

3． 貸与資料 

第 6423 条一般構造物予備設計第 3 項に準ずるものとする。なお、予備設計成果がある

場合はそれも含むものとする。 

第 6426 条 一般構造物基礎工詳細設計 

1． 業務目的 

一般構造物基礎工詳細設計は、既存の関連資料及び予備設計で検討された設計条件に

基づき、地形・地質・交差条件・荷重条件・使用材料等と整合を図り、工事に必要な詳

細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成することを

目的とする。 

2． 業務内容 

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、

第 1112 条業務計画書第２項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出す

るものとする。 

(2) 設計計算 

受注者は、基本的に定まった条件のもとで、適切な断面形状を検討し、杭種、杭径、

杭長等すべての諸元を決定するものとする。 

(3) 設計図 

受注者は、構造一般図、配筋図、詳細図を作成するものとする。 

(4) 数量計算 

受注者は、第 1211 条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書を作成

するものとする。 

(5) 照査 

発注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 

(6) 報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1211 条設計業務の成果に準じて報告書を作成するも

のとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計概要書を作成

するものとする。 

1） 設計条件 

2） 杭種決定の経緯と選定理由 

3） 施工段階での注意事項、検討事項 

3． 貸与資料 

第 6423 条一般構造物予備設計第 3 項に準ずるものとする。なお、予備設計成果がある

場合はそれも含むものとする。 
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第 6427 条 盛土・切土設計の区分 

１．盛土・切土設計は以下の区分により行うものとする。 

（１）盛土・切土予備設計 

（２）盛土・切土詳細設計 

第８節 盛土・切土設計 



受注者は、道路設計業務と分離して本条の業務を実施する場合には、設計

図書の指示により、その設計範囲の地形や立地条件を目視により確認し、周

辺状況を把握するものとする。なお、現地調査（測量、地質調査等）を必要

とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査内容について監督員に

報告し、指示を受けるものとする。 

（３）設計条件の確認 

受注者は、設計図書に示された道路の幾何構造、荷重条件等設計施工上の

基本条件について確認を行うと共に、関係機関との対外協議の既往資料及び

貸与資料を当該設計用に整理し、その内容に疑義ある場合及び不足資料があ

る場合は、監督員に報告し、指示を受けるものとする。 

設計に際して要求される性能は、重要度に応じ、連続又は隣接する構造物

等の要求性能・影響を考慮して選定する。 

（４）概略設計計算（現況解析） 

受注者は、計画した盛土・切土について、影響する作用及びこれらの組合

せに対して選定した要求性能を満足することを確認する。必要に応じて、軟

弱地盤技術解析あるいはのり面安定解析を実施する。なお、これによりがた

い場合は監督員と協議するものとする。選定した要求性能を満足しない場合

には、対策工法の概略設計を行う。 

第 6428 条 盛土・切土予備設計 

１．業務目的 

盛土・切土の設計は、使用目的との適合性・構造物の安定性・施工性・維持

管理・経済性の観点から、盛土・切土ごとに構造形式の比較検討を行い、基本

構造諸元を決定することを目的とする。 

２．業務内容 

（１）設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容

を確認し、第 1112 条 業務計画書 第２項に示す事項について業務計画書を

作成し、監督員に提出するものとする。 

（２）現地踏査 

（５）概略設計図 

受注者は、上記までの検討結果に基づき下記の概略設計図を作成する。概

略設計図は構造全体概要図を作成するものであり、以下の内容について記載

するものとする。 

１）横断図 

２）設計条件（使用材料、荷重条件） 
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２）道路、鉄道、河川の交差条件 

３）主要断面の設計計算結果 

４）詳細設計に向けての必要な調査、検討事項 

３．貸与資料 

発注者が受注者に貸与する資料は、下記を標準とする。 

（１）道路設計報告書 

（２）地質調査報告書 

（３）実測平面図・実測縦横断図 

第 6429 条 盛土・切土詳細設計 

１．業務目的 

詳細設計は、予備設計で決定された構造形式について設計図書、既存の関連資

料及び予備設計で検討された設計条件に基づき、地形・地質・交差条件・荷重条

件・使用材料等と整合を図り、工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計

し、工事発注に必要な図面・報告書を作成することを目的とする。 

（６）照 査 

受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示

す事項を標準として照査を実施するものとする。 

１）基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握し

ているかの確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行

う。特に地形、地質条件、土地利用、周辺整備などについては、設

計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。 

２）設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 

（７）報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1211 条設計業務の成果に準じて報告書を

作成するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載

した設計概要書を作成するものとする。 

１）設計条件 

２．業務内容 

（１）設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容

を確認し、第 1112 条業務計画書第２項に示す事項について業務計画書を作成
し、監督員に提出するものとする。
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盤技術解析あるいはのり面安定解析を実施する。なお、これによりがたい場

合は監督員と協議するものとする。 

１）盛 土 地盤圧密解析（一次元圧密沈下解析） 

地盤破壊解析（円弧すべり解析） 

地盤変形解析（簡便法あるいは詳細変形解析） 

液状化判定（簡便法あるいは詳細解析） 

２）切土のり面 のり面安定解析（すべり解析） 

（５）対策工法の選定 

軟弱地盤技術解析あるいはのり面安定解析において、影響する作用及びこ

れらの組合せに対して選定した要求性能を満足しない場合には、対策工法の

選定を行う。計画地点の地質条件および施工条件に対して適用可能な対策工

を抽出し，各工法の特性・経済性・施工性・安全性・周辺への影響などを考

慮して、比較検討の対象とする対策工を複数案選定する（一次選定）。 

（６）設計計算（対策後解析） 

選定された複数案の対策工について、所定の仕様に基づいて施工を実施し

た場合を想定した軟弱地盤技術解析あるいはのり面安定解析を行う。解析に

際しては、各対策工とも、工種・対策範囲・材料強度・施工数量などをパラ

メータとして各々について 1 つあるいは複数ケースを検討するものとする。

必要に応じて、以下に示す軟弱地盤技術解析あるいはのり面安定解析を実施

するが、これによりがたい場合は監督員と協議するものとする。 

１）盛 土 地盤圧密解析（一次元圧密沈下解析） 

地盤破壊解析（円弧すべり解析） 

地盤変形解析（簡便法あるいは詳細変形解析） 

液状化判定（簡便法あるいは詳細解析） 

（２）現地踏査 

受注者は、道路設計業務と分離して本条の業務を実施する場合には、設計

図書により、その設計範囲の地形や立地条件を目視により確認し、周辺状況

を把握するものとする。 

（３）設計条件の確認 

受注者は、設計条件の確認について、「第 6431 条 盛土・切土予備設計」

第２項の（３）に準ずるものとする。 

（４）設計計算（現況解析） 

受注者は、予備設計で決定された構造形式の主要構造寸法に基づき、設計

図書において指示された設計条件に従い、必要に応じて、以下に示す軟弱地

２）切土のり面 のり面安定解析（すべり解析） 
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受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示

す事項を標準として照査を実施するものとする。 

１）基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握し

ているかの確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行

う。特に地形、地質条件、土地利用、周辺整備などについては、設

計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。 

２）一般図を基に位置、取り合い（道路現況構造物）及び地盤条件とそ

の構造物の整合が適切にとれているかの照査を行う。また、埋設

物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に反映さ

れているかの照査を行う。 

３）設計方針及び手法が適切であるかの照査を行う。また、仮設工法と

施工方法の確認を行う。 

４）設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行う。 

（11）報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1211 条設計業務の成果に準じて報告書

を作成するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記

載した設計概要書を作成するものとする。 

１）設計条件 

２）構造形式決定の経緯と選定理由 

３）構造各部の検討内容と問題点 

４）主要断面、主要部分の寸法など設計計算の主要結果 

５）施工段階での注意事項、検討事項 

３．貸与資料 

第 6428 条 盛土・切土予備設計第３項に準ずるものとする。なお、予備設計

成果がある場合はそれも含むものとする。 

（７）最適工法の決定 

各工法の特性・経済性・施工性・安全性・周辺への影響などを考慮して、

総合比較検討により最適対策工法を決定する（二次選定）。 

（８）設計図 

受注者は、上記までの検討結果に基づき、設計計算から定められた構造形

状や応力状態から、本体工の横断図、平面図、縦断図を作成するものとする。

（９）数量計算 

受注者は、第 1211 条設計業務の成果（４）に従い数量計算を実施し、数

量計算書を作成するものとする。 

（10）照 査 
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ただし、特記仕様書に電子納品の定めがある場合、又は監督員の指示、又は承認を受

けた場合は「三重県ＣＡＬＳ電子納品運用マニュアル」によるものとする。 
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第９節 成果物 

第 6430 条 成果物 
受注者は、表 6.4.1～表 6.4.7 に示す成果物を作成し、第 1117 条成果物の提出に従

い、２部納品するものとする。 



表 6.4.4 立体交差点成果物一覧表 
設計 

種別 
設計項目 成果物項目 縮  尺 摘  要 

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ドﾞ

型
Ｉ
Ｃ
予
備
設
計
、 

ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
・
ク
ロ
ー
バ
ー
型
Ｉ
Ｃ
予
備
設

計 

平面設計・縦断設

計 

交差点位置図 1:2500～1:50000 市販地図等 

平 面 図 1:1000 

縦 断 図 
V=1:100 

H=1:1000 

横 断 設 計 
標準横断図 1:50 または 1:100 

横 断 図 1:100 または 1:200 

交差点容量・路

面 表 示 
交差点平面図 1:500 

主要構造物計画 一 般 図 適宜 

概算工事費 
数量計算書 － 概略 

概算工事費 ー 

報 告 書 報 告 書 － 

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
型
Ｉ
Ｃ
詳
細
設
計
、
ト
ラ
ン

ペ
ッ
ト
・
ク
ロ
ー
バ
ー
型
Ｉ
Ｃ
詳
細
設
計 

平面・縦断設計 交差点位置図 1:2500～1:50000 市販地図等 

平 面 図 1:500 

縦 断 図 
V=1:100 

H=1:500 

横断設計 標準横断図 1:50 または 1:100 

横 断 図 1:100 または 1:200 

用排水設計 用排水系統図 1:500 

詳 細 図 適宜 特殊形状 

流量計算書 － 

構造物設計 詳 細 図 適宜 

交差点容量・路

面 表 示 
交差点平面図

1:500 

数 量 計 算 数量計算書 － 

報 告 書 報 告 書 － 
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表 6.4.5 道路休憩施設設計成果物一覧表 
設計

種別 
設計項目 成果物項目 縮 尺 摘 要 

道
路
休
憩
施
設
予
備
設
計 

平面・縦断設計 計画位置図 1:2500～1:50000 市販地図等 

平 面 図 V=1:1000 

縦 断 図 V=1:200 

H=1:1000 

横 断 設 計 標準横断図 1:50 または 1:100 

横 断 図 1:100 または 1:200 

構造物設計 一般図 適宜 

概算工事費 数量計算書 － 概略 

概算工事費 － 

報 告 書 報 告 書 － 

道
路
休
憩
施
設
詳
細
設
計 

平面・縦断設計 計画位置図 1:2500～1:50000 市販地図等 

平 面 図 1:500 

縦 断 図 V=1:100 

H=1:500 

横 断 設 計 標準横断図 1:50 または 1:100 

横 断 図 1:100 または 1:200 

構造物設計 詳 細 図 適宜 

用排水設計 用排水系統図 1:500 

詳 細 図 適宜 特殊形状 

流量計算書 － 

数 量 計 算 数量計算書 － 用地幅杭表含む 

報 告 書 報 告 書 － 



表 6.4.6 一般構造物設計成果物一覧表 
設計 

種別 
設計項目 成果物項目 縮 尺 摘 要 

一
般
構
造
物
予

備
設
計 

概略設計図 計画位置図 1:2500～1:50000 市販地図等 

構造全体概要図 適宜 

概略設計計算 設計計算書 － 

概算工事費 数量計算書 － 概略 

概算工事費 － 

報 告 書 報 告 書 － 

一
般
構
造
物
詳
細
設
計
・
落

石
防
護
柵
詳
細
設
計
・
一
般

構
造
物
基
礎
工
詳
細
設
計 

設 計 図 計画位置図 1:2500～1:50000 市販地図等 

構造一般図 1:100～1:500 

構造寸法図 1:100～1:500 

配 筋 図 1:50～1:100 

詳 細 図 適宜 

設計計算 設計計算書 － 

数量計算 数量計算書 － 

報 告 書 報 告 書 － 
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表 6.4.7 盛土・切土設計成果物一覧表 

設計 

種別 
設計項目 成果物 縮尺 摘要 

盛
土
・
切
土

予
備
設
計

概略設計図 計画位置図 1:2500～1:50000 市販地図等 

構造全体概略図 適宜 

概略設計計算 設計計算書 

報 告 書 報 告 書 

盛
土
・
切
土
詳
細
設
計

設 計 図 計画位置図 1:2500～1:50000 市販地図等 

平 面 図 1:500 

縦 断 図 
V=1:100 

H=1:500 

標準横断図 1:50 または 1:100 
横 断 図 1:100 または 1:200 

設計計算 設計計算書 

数量計算 数量計算書 

報 告 書 報 告 書 
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